
六 五 四三ニー

―
-

は
じ
め
に

瀬
戸
内
海
水
釘
保
全
立
払
い
概
要

「
基
本
計
画
」
と
「
府
県
計
画
」
及
び
そ
れ
に
韮
づ
く
施
策
の
内
容

瀬
戸
内
洵
の
水
産
業
の
推
移
と
赤
潮
に
よ
る
被
専
の
発
生
状
況

赤
潮
訴
訟
の
内
容
と
経
過

富
栄
蓑
化
に
対
す
る
法
的
対
策
の
評
価
・
検
討

次

土

田

瀬
戸
内
海
水
質
保
全
政
策
の
実
施
状
況
と
そ
の
評
価
・
検
討

赤
潮
問
題
を
中
心
と
し
て

哲

也
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赤

潮

訴

訟

に

つ

い

て

近

石

保
健
部
公
寅
課
、
森

聡
氏

‘
~
。

た
し

正
香
川
大
学
農
学
部
助
教
授

兼
｛
郎
室
長
補
佐
、
中
島
興
基
室
長
補
佐
、
香
川
県
環
境

本
稿
は
、
昭
和
五
七
•
五
八
•
五
九
各
年
度
の
文
部
省
環
境
科
学
特
別
研
究
「
環
境
政
策
の
総
合
的
評
価
・
検
討
」
（
研
究
代
表
者
、
加

藤
一
郎
東
京
大
学
名
誉
教
授
）

の
．
部
と
し
て
、
中
四
国
班
（
代
表
、
石
外
克
喜
広
島
大
学
法
学
部
教
授
）

き
た
「
瀬
戸
内
海
の
環
境
保
全
政
策
」
の
研
究
の
一
端
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
班
の
研
究
成
果
は
、

の
メ
ン
バ
ー
が
取
り
組
ん
で

メ
ン
バ
ー
が
分
担
し
て
発
表
す

る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
各
レ
ポ
ー
ト
は
、
他
の
レ
ポ
ー
ト
と
相
互
に
補
完
し
合
う
関
係
に
あ
る
。
本
稿
は
、
水
質
保
全
に
関
す
る
問
題

領
域
の
う
ち
、
赤
潮
問
題
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
資
料
の
提
供
及
び
専
門
的
知
識
に
よ
る
助
ば
に
つ
い
て
協
力
頂
い
た
方
々
は
左
記
の
と
お
り
で
、
諸
氏
に
厚
く
感
謝
申
し
上
げ

行
政
資
料
に
つ
い
て
環
境
庁
水
質
保
全
屈
瀬
戸
内
海
環
J

応
保
全
室
、
南

敏
樹
氏
、
佐
治

勤
弁
護
士
、
徳
田
恒
光
弁
護
七

赤
潮
発
生
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
岡
市
友
利
香
川
大
学
農
学
部
教
授
、
越
智

引
用
資
料
と
し
て
用
い
た
表
と
図
は
、
特
に
出
典
を
表
ポ
し
た
も
の
を
除
き
、
環
境
庁
水
質
保
全
局
・
社
団
法
人
瀬
戸
内
海
環
境
保
全

協
会
「
瀬
戸
内
海
の
環
境
保
全
資
料
集
（
昭
和
五
九
年
）
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る

は

じ

め

に

（
以
ド
「
資
料
集
」
と
表
示
す
る
）
。
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瀬戸内海水質保全政策の実施状況とその評価・検討 (t・.田）

海
の
環
境
保
全
を
図
る
こ
と
が
不

t
分
で
あ
る
と
い
認
識
に
立
ち
、

昭
和
四
八
年
↓
一
月
こ
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
「
瀬
戸
内
海
環
境
保
全
臨
時
措
閥
法
」
は
、
水
質
汚
濁
防
止
法
の
規
制
方
式
で
は
瀬
戸
内

そ
い
規
制
灯
式
を
広
域
的
に
と
ら
え
直
し
規
制
を
強
化
す
る
た
め
制

定
さ
れ
た
特
別
立
法
で
あ
る
。
同
法
に
よ
れ
ば
、
政
府
に
対
し
「
瀬
戸
内
海
の
水
質
の
保
全
、
自
然
景
観
の
保
全
等
に
関
し
、
瀬
戸
内
海

の
環
境
の
保
全
に
関
す
る
基
本
と
な
る
べ
き
計
画
」
（
い
わ
ゆ
る
「
基
本
叶
画
」
）

る
ま
で
の
間
、
国
及
び
関
係
府
県
が
当
面
の
措
置
を
講
ず
べ
き
も
の
と
し
た
。
そ
の
内
容
は
、
①
国
は
、
瀬
戸
内
海
及
び
こ
れ
に
流
入
す

る
河
川
に
排
出
さ
れ
る
産
業
排
水
の
化
学
的
酸
素
要
求
鼠

(
C
O
D
)
の
汚
濁
負
荷
鼠
を
、
昭
和
四
七
年
当
時
の
一
一
分
の
一
程
度
に
減
少

さ
せ
る
こ
と
を
め
ど
に
、
関
係
府
県
に
汚
濁
負
荷
量
の
限
度
を
割
り
当
て
る
こ
と
、
②
関
係
府
県
は
、
そ
れ
を
受
け
て
、
水
質
汚
濁
防
止

法
第
三
条
第
一
二
項
に
基
づ
く
上
乗
せ
排
水
基
準
を
設
定
す
る
こ
と
、
③
特
定
施
設
の
設
置
及
び
重
要
事
項
の
変
更
に
つ
い
て
許
可
制
と
す

る
こ
と
、
④
瀬
戸
内
海
の
埋
立
て
に
つ
い
て
関
係
府
県
知
事
に
特
別
の
配
慮
を
義
務
づ
け
た
こ
と
、
で
あ
る
。

こ
の
法
律
は
、
施
行
の
日
か
ら
三
年
以
内
に
別
に
法
律
で
定
め
る
日
に
効
力
を
失
う
時
限
立
法
で
あ
っ
た
が
、
昭
和
五
一
年
の
一
部
改

正
で
三
年
を
五
年
に
変
更
さ
れ
、
昭
和
五
三
年
六
月
の
抜
本
的
改
正
に
よ
り
、
「
瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
以
下
「
特
別
措
置
法
」

と
い
う
）

瀬
戸
内
海
水
質
保
全
立
法
の
概
要

の
策
定
を
義
務
づ
け
る
と
と
も
に
、

そ
れ
が
策
定
さ
れ

と
改
称
さ
れ
た
。
特
別
措
置
法
は
、
昭
和
五
四
年
六
月
一
ご
日
か
ら
施
行
さ
れ
て
い
る
。

特
別
措
置
法
は
、
改
正
前
の
、
特
定
施
設
の
許
可
制
、
埋
立
て
に
つ
い
て
の
特
別
の
配
慮
等
の
施
策
は
継
承
す
る
と
と
も
に
、
富
栄
養

化
に
よ
る
被
害
の
発
生
の
防
止
、
自
然
海
浜
の
保
全
等
の
施
策
を
追
加
し
、
時
限
立
法
で
あ
っ
た
も
の
を
恒
久
法
化
し
た
。
特
別
措
置
法

の
内
容
と
そ
れ
に
基
づ
き
策
定
さ
れ
た
施
策
の
う
ち
、
本
稿
に
関
係
す
る
部
分
を
取
り
出
し
て
み
る
と
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
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政
府
は
、
瀬
戸
内
海
環
境
保
全
臨
時
措
骰
法
第
：
．
条
第
二
唄
に
基
づ
き
、
瀬
戸
内
海
の
環
境
の
保
全
に
関
す
る
長
期
に
わ
た
る
基
本
的

な
計
画
（
以
下
「
基
本
叶
両
」
と
い
う
）
を
策
定
し
、
昭
和
五
ご
．
年
五
月
一
日
総
理
府
告
ぷ
第
一

1

号
と
し
て
告
示
し
た
。

ま
ず
、
基
本
計
画
策
定
の
意
義
は
、
「
瀬
戸
内
海
が
、
我
が
国
の
み
な
ら
ず
世
界
に
お
い
て
も
比
類
の
な
い
芙
し
さ
を
誇
る
景
勝
の
地
と

し
て
、

ま
た
、
国
民
に
と
っ
て
貴
重
な
漁
業
資
源
の
宝
叩
と
し
て
、

も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
立
っ
て
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
環
境
を
確
保
し
維
持
す
る
こ
と
を
目
途
と
し
て
、
環
境
保
全
に
係
る
施
策
を
総

合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
た
め
こ
の
壮
画
を
策
定
す
る
」
こ
と
に
あ
る
と
し
て
い
る
。

瀬
戸
内
海
の
環
境
保
全
の
日
標
を
ぷ
し
、

そ
の
理
解
と
協
力
を
得
て
、
国
、
地
方
公
共
団
体
及
び
そ
の
他
の
者
が
そ
の
目
標
を
達
成
す
る

た
め
に
講
ず
べ
き
施
策
等
の
珪
本
的
方
向
を
明
示
す
る
も
の
で
あ
り
、
瀬
戸
内
海
の
環
境
保
全
に
関
連
す
る
諸
計
画
に
反
映
さ
せ
る
と
と

も
に
、
諸
施
策
の
実
施
に
甘
た
っ
て
指
針
と
な
る
べ
き
も
の
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
計
画
の
目
標
は
、
「
自
然
的
要
素
と
人
文
的
要
素
が

一
体
と
な
っ
て
形
成
さ
れ
た
内
海
多
島
海
景
観
と
も
い
う
べ
き
特
有
の
自
然
景
観
を
有
し
、
貴
重
な
漁
業
資
源
の
宝
庫
で
あ
る
瀬
戸
内
海

が
そ
の
固
辺
に
産
党
及
び
人
口
が
集
中
し
、
海
じ
交
通
も
ふ
く
そ
う
す
る
閉
鎖
性
水
域
で
あ
り
、

る
な
ど
の
特
性
を
踏
ま
え
」

て
、
項
目
毎
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。

赤
潮
に
関
し
て
は
、
「
水
質
保
全
等
に
関
す
る
目
標
」

そ
の
恵
沢
を
国
民
が
等
し
く
享
受
し
、
後
代
の
国
民
に
継
承
す
べ
き

の
．
一
番
目
に
、

そ
し
て
、
計
画
の
性
格
は
、
「
国
民
に
対
し
て

そ
の
利
用
も
多
岐
に
わ
た
る
海
域
で
あ

「
瀬
戸
内
海
に
お
い
て
、
赤
潮
の
多
発
化
の
傾
向
が
み
ら
れ
、
漁

業
被
害
が
発
生
し
て
い
る
現
状
に
か
ん
が
み
、
赤
潮
の
多
発
の
傾
向
を
抑
え
る
た
め
、
赤
潮
発
生
の
機
構
の
解
明
に
努
め
る
と
と
も
に
、

そ
の
発
生
の
人
為
的
要
因
と
な
る
も
の
を
極
力
少
な
く
す
る
こ
と
を
日
途
と
す
る
こ
と
」

と
い
う
目
標
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

「
基
本
計
画
」
と
「
府
県
計
画
」
及
び
そ
れ
に
基
づ
く
施
策
の
内
容

四
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瀬戸内海水質保令政策U)実施状況とその評価・検，；寸（日II)

府
県
計
画
の
目
標
は
、
基
本
計
画
で
定
め
た
日
標
と
同
一
で
あ
る
。
目
標
達
成
の
た
め
講
ず
る
施
策
の
う
ち
、
富
栄
養
化
に
よ
る
被
害

の
発
生
の
防
止
に
つ
い
て
は
、
特
別
措
置
法
第
：
文
粂
の
一
こ
に
基
づ
く
昭
和
五
四
年
七
月
一
三
日
付
環
境
庁
長
官
指
示
「
燐
及
び
そ
の
化

．． 
計
Lfi
（
以
ド

「
府
県
計
画
L

と
い
う
）

を
定
め
た

（
昭
和
五
六
年
七
月

□

九
日
が
設
定
日
）
。

五

に
関
す
る
調
在
研
究
を
推
進
し
、

そ
の
結
果
に
珪
づ
き
、
必
要
な
措
附
に
つ
き
検
討
す
る
も
の
と
す
る
」
と
定
め
て
い
る
。
ま
た
、
「
目
標

達
成
の
た
め
の
韮
本
的
な
施
策
」
の

710
環
境
保
全
に
関
す
る
調
脊
研
究
及
び
技
術
の
開
発
等
」
の
項
に
、
「
国
、
地
方
公
共
団
体
、
民
間

関
係
機
関
等
の
連
携
の
下
に
、
海
象
等
の
基
礎
的
研
究
、
瀬
戸
内
海
の
特
性
に
対
応
し
た
大
規
模
浄
化
事
業
に
関
す
る
調
査
検
討
、
赤
潮

の
発
生
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
解
明
及
び
防
除
技
術
り
向

L
並
び
に
環
境
影
暉
1

謹
価

f
法
の
向
卜
に
関
す
る
調
査
研
究
等
を
推
進
す
る
」
と
定

右
の
基
本
計
画
に
基
づ
い
て
、
関
係
府
県
（
特
別
措
置
法
第

4

1

粂
第
．． 

項
、
及
び
、
同
法
施
行
令
第
一
文
条
、

で
定
め
ら
れ
た
一
三
府
県
）

知
事
は
、
同
法
第
四
条
第
二
唄
に
よ
り
、
渭
該
府
県
区
域
に
お
い
て
瀬
戸
内
海
の
環
境
保
全
に
関
し
実
施
す
べ
き
施
策
に
つ
い
て
の
府
県

め
て
い
る
。

任
研
究
を
引
き
続
き
進
め
る
も
の
と
す
る
。

ま
た
、

窒
素
に
つ
い
て
は
、

今
後
と
も
、

水
質
の
状
況
の
は
握
、

排
水
処
理
技
術
の
開
発
等

の
削
減
及
び
使
用
憤
の
適

lE
化
に
努
め
る
ほ
か
、

農
業
排
水
に
つ
い
て
は
、

そ
い
負
荷
の
適

lE
化
に
努
め
る
。

な
お
、

燐
に
つ
い
て
の
調

。
ス3

~
 

似

い
魚
介
類
の
促
殖
漁
場
の
底
買
の
悪
化
を
通
じ
て
“
栄
提
化
が
生
じ
な
い
よ
う
漁
業
管
理
の
適

lE
化
に
努
め
る
。

口
洗
剤
中
の
燐

処
附
を
溝
ず
る
よ
う
指
導
り
怖
化
に
努
め
る
。
り
：

•
F
l
t
'
水
こ
）
、
ご

t

、

し

1‘
汎

"
t
J
I
.＞
一
し
｝
（

、
、

燐
り
負
荷
憤
り
削
減
を
図
る
た
め
ド
水
道
の
整
備
り
促
進
を

の
施
第
を
総
合
的
に
講
ず
る
も
い
と
す
る
。

□

5

咋
党
排
水
に
つ
い
て
は
、

脱
燐
い
処
即
施
設
の
整
備
又
は
そ
の
他
の
負
荷
遣
を
軽
減
す
る

燐
の
負
荷
憤
に
つ
い
て
、

叶
圃
的
に
そ
い
削
減
を
図
る
措
府
を
溝
ず
る
も
い
と

t
る。

こ
0
措
買
を
推
進
す
る
に
背
た
っ
て
は
、

特
に
次

し
て
、
「
瀬
戸
内
海
の
富
栄
捉
化
に
よ
る
生
活
環
境
に
係
る
被
9
り
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
、
瀬
戸
内
海
の
関
係
地
域
に
お
い
て
発
生
す
る

こ
の
「
日
標
達
成
い
た
め
の
駈
本
的
な
施
策
」
い

「
l
水
質
汚
濁
の
防
止
」

i
j
、こ、

t/ 

)
T
 

u
r、
l
u

「
心
富
栄
養
化
に
よ
る
被
害
の
発
生
の
防
止
」
策
と

4
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合
物
に
係
る
削
減
指
導
方
針
の
策
定
に
つ
い
て
」
を
受
け
て
、
昭
和
五
五
年
四
月
か
ら
五
月
に
か
け
て
関
係
府
県
知
事
が
削
減
指
導
方
針

を
策
定
・
公
表
し
（
特
別
措
置
法
第
：
一
条
の
三
第
三
項
、
第
四
項
）
、
昭
和
五
九
年
度
を
目
標
と
し
て
削
減
指
導
を
行
っ
て
き
て
い
る
。

公
表
さ
れ
た
指
導
方
針
に
よ
れ
ば
、
瀬
戸
内
海
の
関
係
府
県
の
区
域
に
お
い
て
公
共
用
水
域
に
排
出
さ
れ
る
燐
及
び
そ
の
化
合
物
の
総

址
を
、
目
標
年
度
に
お
い
て
現
状
よ
り
増
加
さ
せ
な
い
こ
と
を
当
面
の
目
途
と
し
て
府
県
別
に
削
減
の
目
標
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
①
現

状
よ
り
減
少
さ
せ
る
府
県
（
大
阪
府
、
兵
庫
県
）
‘
②
現
状
よ
り
増
加
さ
せ
な
い
府
県
（
京
都
府
、
奈
良
県
、
岡
山
県
、
広
島
県
、
山
口
県
、

香
川
県
、
愛
媛
県
、
福
岡
県
）
‘
③
現
状
よ
り
の
増
加
を
極
力
防
止
す
る
県
（
和
歌
山
県
、
徳
島
県
、
大
分
県
）
に
分
か
れ
て
い
る
。
関
係

府
県
か
ら
排
出
さ
れ
る
燐
の
総
斌
と
、
関
係
府
県
別
燐
排
出
凧
は
、
表
ー
と
表
2
の
と
お
り
で
あ
る
。

府
県
計
両
に
よ
れ
ば
、
関
係
府
県
は
、
排
出
実
態
調
任
等
を
行
っ
て
計
画
の
進
捗
状
況
の
把
握
に
努
め
な
が
ら
、
以
下
の
よ
う
な
削
減

指
導
を
行
う
こ
と
に
し
て
い
る
。
燐
削
減
の
た
め
の
方
途
と
し
て
関
係
府
県
が
ポ
し
た
の
は
、
①
生
活
系
に
係
る
方
途
と
し
て
は
、
①
下

水
道
の
整
備
、
②
し
尿
処
坪
施
設
の
幣
備
、
③
し
尿
浄
化
梢
対
策
、
④
合
成
洗
剤
対
策
、
切
産
業
系
に
係
る
方
途
と
し
て
は
、
①
工
場
、

事
業
場
の
新
増
設
を
す
る
場
合
又
は
処
理
施
設
の
改
善
等
の
場
合
、
必
要
に
応
じ
て
凝
集
沈
で
ん
処
理
施
設
等
を
導
入
、
②
燐
排
出
拭
の

多
い
既
設
巾
業
場
に
対
し
て
凝
集
沈
で
ん
処
罪
施
設
等
を
導
人
、
③
排
水
処
理
施
設
の
維
持
竹
理
の
適
正
化
、
④
副
原
料
の
低
燐
化
、
無

燐
化
、
減
凪
使
用
の
推
進
、
⑤
防
錆
剤
、
清
缶
剤
等
の
低
燐
化
の
推
進
、
③
そ
の
他
の
方
途
と
し
て
は
、
①
畜
産
排
水
対
策
、
②
魚
類
養

殖
業
対
策
、
③
農
林
業
対
策
、
④
汚
泥
の
し
ゅ
ん
せ
つ
、
⑤
広
報
活
動
、
①
留
意
事
項
と
し
て
は
（
京
都
、
奈
良
を
除
く
）
、
実
施
に
当
た

っ
て
、
関
連
水
域
に
お
け
る
富
栄
促
化
に
よ
る
被
害
の
発
生
状
況
に
十
分
留
意
し
、
燐
及
び
そ
の
化
合
物
の
排
出
斌
を
極
力
削
減
す
る
よ

と
な
っ
て
い
る
。

う
努
め
る
こ
と
、

さ
ら
に
、
多
く
の
府
県
で
は
、
総
合
的
な
富
栄
壺
化
対
第
の
推
進
を
図
る
た
め
、
燐
及
び
窄
素
の
海
域
に
お
け
る
収
支
挙
動
調
査
及
び

そ
の
流
人
実
態
調
任
を
行
う
こ
と
、
排
水
処
理
技
術
の
開
発
等
に
関
す
る
調
任
研
究
を
し
そ
の
結
果
に
基
づ
き
適
切
な
対
策
の
検
討
を
行

I 

ノ‘
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さ
ら
に
、
漁
業
被
害
の
救
済
制
度
に
以
下
の
も
の
が
あ
る
。

「
赤
潮
研
究
所
」
に
改
組
し
て
い
る
。

赤
潮
の
監
視
体
制
及
び
情
報
交
換
制
度
と
し
て
は
、
赤
潮
発
生

f
察
、
予
報
体
制
の
強
化
を
図
る
た
め
、
「
赤
潮
発
生
状
況
等
情
報
交
換

要
領
」
に
基
づ
く
赤
潮
情
報
交
換
事
策
が
現
在
瀬
戸
内
海
域
を
一
円
と
し
て
実
施
さ
れ
て
お
り
、

こ
の
ほ
か
、
香
川
県
の
場
合
、
「
香
川
県
魚
類
養
殖
指
導
指
針
」
（
昭
和
五
四
年
一
．
日
月
策
定
）
に
基
づ
き
、
赤
潮
、
低
酸
素
現
象
に
よ
る
被

害
防
止
を
図
る
た
め
、
漁
場
監
視
体
制
を
幣
備
し
、
観
測
定
点
で
毎
日
定
時
に
調
査
を
行
っ
て
い
る
。
特
に
、
有
害
赤
潮
が
発
生
し
た
と

き
は
、
「
赤
潮
対
策
要
綱
」
に
よ
り
、
観
察
体
制
を
強
化
し
被
古
の
防
止
に
努
め
て
い
る
。

ま
た
、
赤
潮
研
究
体
制
と
し
て
は
、
国
レ
ベ
ル
で
は
、
昭
和
五
二
年
九
月
二

0
日
に
、
環
境
庁
と
水
産
庁
が
共
管
で
、
全
国
の
大
学
、

試
験
研
究
機
関
等
の
赤
潮
に
関
す
る
学
識
経
験
者
に
よ
る
「
赤
潮
研
究
会
」
を
設
置
し
て
（
昭
和
五
七
年
六
月
八
日
組
織
を
一
部
再
編
し

て
「
赤
潮
問
題
研
究
会
」
と
し
た
）
調
査
研
究
を
続
け
て
お
り
、
昭
和
五
四
年
四
月
に
は
、
水
産
庁
南
西
海
区
水
産
研
究
所
に
「
赤
潮
部
」

を
設
置
し
て
い
る
。
香
川
県
で
は
、
昭
和
五
五
年
五
月
水
産
試
験
場
に
赤
潮
研
究
部
門
を
設
置
し
、

ー
タ
が
あ
る
。

う
こ
と
、

七

ま
た
、
赤
潮
に
よ
る
漁
哭
被
t
1
を
木
然
に
防
止
す
る
た
め
、
赤
潮
情
報
交
換
事
業
に
よ
る
監
視
通
報
体
制
の
整
備
・
強
化
と
赤

潮
予
察
事
業
等
に
よ
り
赤
潮
対
染
に
関
す
る
調
牡
研
究
を
行
う
こ
と
、
を
定
め
て
い
る
。

こ
こ
で
、
れ
の
壮
画
に
係
わ
る
行
料
と
叶
画
に
店
づ
い
て
具
体
化
さ
れ
た
施
策
の
う
ち
、
判
明
し
た
も
の
を
引
用
・
紹
介
し
て
お
く
。

川
白
蘭
等
を
要
4

叩
し
た
。

昭
和
五

fi
年

a

．．
 

月
“
.
四

1
環
境
庁
は
、
「
貨
栄
養
化
対
策
に
つ
い
て
」
を
発
表
し
、
政
府
各
省
庁
に
対
し
て
、
燐
を
含
む
合
成
洗
剤
の
使

ま
た
、
大
阪
府
は
、
排
水
処
刑
技
術
い
開
発
等
に
関
す
る
調
介
研
究
を
実
施
し
「
大
阪
府
合
成
洗
剤
対
策
推
進

要
綱
」
に
基
づ
き
、
洗
剤
の
減
址
使
用
運
動
を
推
進
す
る
、

と
し
て
い
る
。
洗
剤
に
関
し
て
は
、
図
1
か
ら
図
3
及
び
表
3
の
よ
う
な
デ

そ
の
仕
組
み
は
図
4
の
と
お
り
で
あ
る
。

さ
ら
に
充
実
し
て
昭
和
五
八
年
四
月

―
つ
は
、
ぎ
ょ
さ
い
制
度
（
漁
業
経
営
安
定
の
た
め
、
昭
和
三
九
年
一
〇
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月
よ
り
漁
業
災
害
補
償
法
に
基
づ
き
国
の
協
力
を
得
て
漁
協
系
統
組
織
に
よ
り
運
営
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
漁
獲
・
養
殖
・
漁
具
の
―
―
一
種

類
の
共
済
が
あ
る
）
の
中
に
組
み
こ
ま
れ
た
「
赤
潮
特
約
制
度
」
（
漁
業
災
害
補
償
法
第
一
―
一
三
条
第
二
項
但
書
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
昭

和
四
九
年
一

0
月
の
制
度
改
正
に
よ
り
創
設
さ
れ
た
。
そ
の
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
①
指
定
水
域
内
で
養
殖
す
る
の
り
以
外
の
養

殖
業
の
場
合
に
は
、
異
常
な
赤
潮
に
よ
る
損
害
を
填
補
す
る
旨
の
特
約
を
す
れ
ば
、
共
済
金
が
支
払
わ
れ
る
。
②
異
常
な
赤
潮
と
は
、
①

加
入
区
に
お
い
て
赤
潮
が
発
生
し
て
か
ら
消
滅
す
る
ま
で
の
期
間
が
一

0
日
以
上
の
場
合
、
②
加
入
区
に
お
け
る
養
殖
共
済
の
共
済
目
的

と
な
る
養
殖
生
物
で
赤
潮
特
約
の
対
象
と
な
る
も
の
の
二
分
の
一
以
上
が
当
該
赤
潮
に
よ
り
死
亡
し
た
場
合
、
③
赤
潮
の
発
生
範
囲
お
よ

び
そ
の
赤
潮
を
構
成
す
る
生
物
の
種
類
、
密
度
等
が
通
常
の
赤
潮
と
異
な
る
と
認
定
さ
れ
た
場
合
、
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
い

う。

5
5
特
約
共
済
掛
金
は
、
国
が
三
分
の
二
、
県
が
三
分
の
：
負
担
す
る
（
純
共
済
掛
金
も
五
五
％
は
国
庫
補
助
）
。
山
養
殖
共
済
の
支
払

共
済
金
は
、
哭
約
者
ご
と
に
、
同
二
原
因
に
よ
る
共
済
事
故
が
二
九
％
以
上
の
場
合
に
支
払
わ
れ
る
。
も
う
一
っ
は
、
赤
潮
被
害
に
よ
り

経
営
が
困
難
に
な
っ
て
い
る
「
は
ま
ち
」
養
殖
業
者
が
借
り
入
れ
る
漁
業
経
営
維
持
安
定
資
金
に
か
か
る
金
利
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
に
、

補
助
金
を
交
付
す
る
制
度
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
法
に
よ
る
利
子
補
給
と
し
て
国
と
県
が
、

が
、
合
わ
せ
て
基
準
金
利
の
半
分
強
を
負
担
す
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
要
網
に
基
づ
く
軽
減
補
助
と
し
て
県
と
町

自
然
美
の
典
型
と
目
さ
れ
て
い
た
瀬
戸
内
海
の
急
速
か
つ
大
規
模
な
汚
染
に
対
し
て
、
立
法
・
行
政
上
と
ら
れ
た
対
策
は
前
述
の
と
お

り
で
あ
る
が
、

そ
の
間
汚
染
の
状
況
と
生
活
へ
の
影
粋
は
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
水
産
業
の
推
移
と
、
赤
潮
の
発
生
状
況
及

四
瀬
戸
内
海
の
水
産
業
の
推
移
と
赤
潮
に
よ
る
被
害
の
発
生
状
況

八
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て
示
す
と
、
図
5
か
ら
図
7
と
表
4
の
と
お
り
で
あ
る
。

九

め
ら
れ
る
。

年
に
お
け
る
瀬
戸
内
海
の
沿
岸
漁
業
の
生
産
祉
は
、

わ
が
国
沿
岸
漁
業
の
約
：
」
ハ
％
に
相
甘
す
る
約
七
九
万
ト
ン
に
お
よ
ん
で
い
る
。
水

瀬
戸
内
海
の
水
産
業
の
特
性
と
現
況
に
つ
い
て
は
、
「
瀬
い
内
海
は
、
多
数
の
島
、
瀬
戸
、
灘
、
大
小
の
湾
入
が
あ
っ
て
地
形
的
に
複
雑

な
内
湾
の
性
格
を
も
つ
海
域
で
あ
り
、
生
息
す
る
魚
介
類
の
種
類
も
多
く
、
単
位
面
積
崎
り
の
生
産
性
が
高
い
海
域
で
あ
る
。
昭
和
五
七

質
の
汚
濁

‘
r潟
や
藻
場
い
減
少
咋
に
よ
り
魚
介
類
い
生
育
環
境
が
亜
心
化
し
た
結
果
、

殖
業
の
導
入
あ
る
い
は
種
苗
放
流
と
い
っ
た
増
養
殖
事
業
が
進
め
ら
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
近
年
養
殖
生
産
に
つ
い
て
は
増
加
の
傾
向
が
認

．
方
海
面
漁
業
生
産
に
つ
い
て
は
、
高
水
準
で
概
ね
横
ば
い
に
推
移
し
て
い
る
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
「
資
料
集
」
を
引
用
し

次
に
、
赤
潮
（
他
の
海
洋
汚
染
原
因
と
の
比
較
も
含
む
）

ノ
リ
養
殖
哭
の
発
展
や
ハ
マ
チ
養
殖
業
等
集
約
養

の
発
生
と
被
害
の
状
況
を
経
年
的
に
た
ど
っ
て
み
る
と
、
表
5
か
ら
表
8
と

図
8
か
ら
図
9
ー
⑫
の
と
お
り
で
あ
る
。

瀬
戸
内
海
の
富
栄
養
化
に
よ
る
赤
潮
被
害
の
発
生
防
止
と
い
う
目
標
達
成
に
つ
い
て
は
、
以
上
の
資
料
を
見
る
限
り
、
横
ば
い
状
態
で

あ
り
見
る
べ
き
も
の
が
な
い
。
関
係
府
県
知
事
は
、
各
種
発
生
源
に
対
す
る
燐
0
削
減
指
導
に
よ
り
水
質
改
善
を
図
っ
て
き
た
が
、
そ
の

目
標
年
度
り
各
日
に
お
い
て
も
、
赤
潮
発
生
件
数
が
年
間
約
二

0
0件
と
い
う
状
況
は
続
い
て
お
り
、
依
然
と
し
て
富
栄
養
化
が
著
し
い

状
況
に
あ
る
。
環
境
庁
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
て
、
富
栄
養
化
に
よ
る
生
活
環
境
に
係
る
被
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
の
環

境
庁
長
官
の
指
示
事
項
を
策
定
す
る
前
提
と
し
て
、
昭
和
五
九
年
三
月
二
六
日
、
特
別
措
置
法
第
こ
三
条
第
二
項
に
基
づ
き
、
「
瀬
戸
内
海

の
富
栄
養
化
防
止
に
関
す
る
基
本
的
考
え
方
」
に
つ
い
て
、
瀬
戸
内
海
環
境
保
全
審
議
会
の
意
見
を
求
め
て
い
る
。

び
水
産
業
に
与
え
た
被
害
の
程
度
の
推
移
を
確
か
め
て
お
き
た
い
。
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業
に
対
す
る
窄
素
・
リ
ン
の
播
閉
灘
へ
の
排
出
兄
止
泊
求
で
あ
る
。

請
求
の
趣
旨
は
、

被
告
全
員
に
対
す
る
共
同
不
法
行
柘
に
よ
る
損
士
口
賠
償
請
求

第
1

六
四
号
巾
件
と
併
合
審
埋
さ
れ
て
い
る
。

赤
潮
訴
訟
の
内
容
と
経
過

（
請
求
額
の
う
ち
漁
業
損
害
額
は
、

第
一
次
訴
訟
分
で

こ
れ
ま
で
、
富
栄
養
化
に
よ
る
海
洋
汚
染
に
対
す
る
立
法
・
行
政
の
対
応
と
、
赤
潮
の
発
生
及
び
被
害
の
様
子
を
み
て
き
た
が
、
瀬
戸

内
海
か
ら
直
接
生
活

t
の
利
益
を
得
て
い
る
漁
民
側
の
反
応
と
し
て
見
落
と
せ
な
い
の
が
赤
潮
訴
訟
で
あ
る
。
訴
訟
の
経
過
と
争
点
を
、

昭
和
几

0
年
．
月
＿
―
-
二
日
、
徳
島
地
裁
に
第

1

次
訴
訟
が
提
起
さ
れ
、
続
い
て
昭
和

l
i
0年
七
月

1
0
日
、
高
松
地
裁
に
第
二
次
訴
訟

が
提
起
さ
れ
た
が
、
前
者
は
の
ち
に
高
松
地
裁
に
移
送
さ
れ
昭
和
五
こ
午
（
ワ
）
第
一
一
：
こ
号
事
件
と
な
り
、
後
者
の
昭
和
五

0
年
（
ワ
）

原
告
は
、
第
こ
次
訴
訟
で
は
、
徳
島
県
鳴
門
市
北
灘
町
で
「
は
ま
ち
」
小
割
式
養
殖
業
を
常
む
漁
民
ま
た
は
漁
民
会
社
合
計
四
二
名
で

あ
り
、
第
．．
 

次
訴
訟
で
は
、
香
川
県
大
川
郡
引
田
町
、
白
鳥
町
、
大
内
町
、
小
豆
郡
内
海
町
で
「
は
ま
ち
」
小
割
式
養
殖
業
(
-
名
は
水

産
業
）

を
含
む
個
人
ま
た
は
法
人
合
叶
じ
二
名
で
あ
る
。
被
告
は
、
行
政
権
限
を
打
す
る
主
体
と
し
て
の
国
及
び
兵
庫
県
、
昭
和
四
八
年

頃
ま
で
播
磨
灘
中
央
部
に
し
尿
を
投
棄
し
て
き
た
高
松
市
と
岡
山
市
、
鉄
、
薬
品
、
肥
料
、
石
油
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
、

製
造
、
精
製
、
加

L
を
行
う
会
社
＾
〇
社
の
合
叶
．
四
法
人
で
あ
る
。

．
七
億
五
、
：
・
パ
i
.
J
j
八、

八
0
八
円
、
第
次
訴
訟
分
で
＾
八
億
七
、
：
q.

七
；

Jj
＾ヽ

訴
状
を
参
照
し
て
ま
と
め
る
と
以
ド
の
と
お
り
で
あ
る
。

五

四
0
一
こ
円
と
な
っ
て
い
る
）

請
求
原
因
に
つ
い
て
の
理
論
構
成
は
、
第
今
次
訴
訟
と
第
．．
 

次
訴
訟
の
訴
状
の
表
現
に
多
少
の
差
は
あ
る
が
、

コ
ー
ク
ス
な
ど
の

と
、
被
告
一
〇
企

ま
と
め
て
み
る
と
次
の

1
0
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と
お
り
で
あ
る
。

ま
ず
、
「
播
磨
灘
の
汚
染
し
と
粕
し
て
、
第
．
に
、
汚
濁
に
対
し
て
脆
弱
な
瀬
戸
内
海
の
中
で
も
最
も
播
磨
灘
が
自
然
的
体
質
と
し
て
脆

弱
で
あ
る
こ
と
、
第
：
に
、
昭
和
：
：
四
年
頃
か
ら
開
始
し
た
兵
庫
県
の
播
陀
じ
業
地
帯
の
拠
点
開
発
、
特
に
、
昭
和
三
九
年
七
月
制
定
の

［
業
整
備
特
別
地
域
整
備
促
進
法
に
よ
っ
て
播
磨
地
区
が
［
業
整
備
特
別
地
域
に
指
定
さ
れ
た
後
に
新
増
設
さ
れ
た
工
場
群
か
ら
の
排
水

が
播
磨
灘
海
域
を
汚
染
し
て
い
る
こ
と
、
水
質
汚
濁
に
よ
っ
て
発
生
す
る
赤
潮
が
、
瀬
戸
内
海
で
昭
和
四
四
年
か
ら
五
年
間
を
み
て
も
、

発
牛
日
数
•
発
生
規
模
・
赤
潮
構
成
種
と
も
増
大
悪
化
を
た
ど
っ
て
い
る
こ
と
、
環
境
庁
の
昭
和
四
七
年
五
月
実
施
の
瀬
戸
内
海
総
合
汚

染
調
査
結
果
も
、
播
磨
灘
の
大
半
の
海
域
が
有
機
汚
染
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
ポ
し
て
い
る
こ
と
、

つ
い
で
、
各
請
求
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
、
E
張
を
展
開
し
て
い
る
。

月
下
旬
ま
で
の
間
に
播
磨
灘
中
央
部
に
発
生
し
た
赤
潮
に
よ
り
「
は
ま
ち
」

を
あ
げ
、
播
磨
灘
の
汚
染
状
況
を
の
ベ

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
第
．
に
、
「
赤
潮
が
『
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
の
異
常
繁
殖
に
よ
る
海
面
の
呈
色
現
象
』
で
、

工
場
排
水
や
し
尿
の
中
に

含
ま
れ
て
い
る
窒
素
や
リ
ン
が
基
礎
要
因
と
な
っ
て
発
生
す
る
海
面
の
．
今
次
汚
染
現
象
で
あ
る
」
こ
と
、
昭
和
四
七
年
七
月
中
旬
か
ら
八

の
被
害
が
大
凪
に
発
生
し
、
原
告
ら
が
損
害
を
こ
う
む
っ
た

こ
と
、
第
ご
に
、
被
告
ら
が
国
家
賠
償
法
及
び
民
法
第
七

0
九
条
、
第
七
一
九
条
に
基
づ
く
共
同
不
法
行
為
責
任
を
負
う
こ
と
、

し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
、

や
や
詳
し
く
引
用
し
て
み
る
と
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

国
の
責
任
に
つ
い
て
、
第
二
次
訴
訟
で
は
、
播
磨
灘
は
国
家
賠
償
法
第
一
一
条
第
一
項
の
「
道
路
・
河
川
そ
の
他
の
公
の
営
造
物
」
に
あ

た
る
と
し
た
う
え
、
本
件
赤
潮
は
同
海
域
に
お
け
る
極
端
な
富
栄
養
化
に
そ
の
原
因
が
あ
り
、

そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
播
磨
灘
の
水
質

の
管
理
に
瑕
疵
が
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
、
管
理
責
任
者
で
あ
る
国
は
、
国
家
賠
償
法
第
二
条
第
二
唄
の
責
任
が
あ
る
、

①
損
害
賠
償
請
求
に
つ
い
て

て
い
る
。

を
主
張

と
主
張
し

て
い
る
点
に
特
色
が
あ
る
。
第
二
次
訴
訟
で
予
備
的
に
主
張
す
る
以
下
の
点
は
、
第
一
次
訴
訟
に
お
け
る
主
位
的
主
張
と
同
じ
で
あ
る
。
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の
貨
任
を
負
う
べ
き
だ
、

と
じ
張
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
汚
染
に
対
す
る
体
質
が
極
端
に
脆
弱
な
播
磨
灘
の
周
辺
を
工
業
整
備
特
別
地
域
に
指
定
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
国
は
、

そ
の

環
境
保
全
に
つ
き
行
政
卜
万
全
の
配
慮
を
講
ず
る
義
務
（
事
前
予
防
義
務
）
と
、
指
定
後
は
、
環
境
条
件
と
そ
の
変
動
に
つ
い
て
監
視
し
、

何
ら
か
の
異
常
が
発
生
し
明
白
な
危
険
（
侵
害
）
が
切
迫
し
た
場
合
に
は
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
義
務
（
事
前
介
入
義
務
）
が
あ
り
、

工

場
排
水
に
よ
っ
て
播
磨
灘
が
汚
染
さ
れ
赤
潮
に
よ
り
同
海
域
の
漁
業
に
多
大
の
被
害
が
生
ず
る
こ
と
を
予
見
し
、
あ
る
い
は
予
見
し
得
た

に
も
拘
ら
ず
、
公
共
投
資
を
し
た
の
み
で
漫
然
と
地
域
指
定
を
し
、
さ
ら
に
、
高
松
市
、
岡
山
市
の
し
尿
投
棄
に
つ
い
て
何
ら
の
規
制
も

せ
ず
放
置
し
て
き
た
た
め
損
害
を
生
じ
さ
せ
た
の
で
、
国
家
賠
償
法
第
一
条
第
一
項
の
責
任
を
負
う
べ
き
だ
、
と
主
張
し
て
い
る
。

兵
庫
県
に
つ
い
て
も
、
国
と
同
様
な
行
政
卜
の
配
慮
を
な
す
べ
き
で
あ
っ
た
の
に
漫
然
と
拠
点
L
業
立
地
計
両
を
す
す
め
、

に
よ
っ
て
洵
域
が
汚
染
さ
れ
漁
業
被
害
が
発
生
す
る
こ
と
を
予
見
し
、
あ
る
い
は
予
見
し
得
た
に
も
拘
ら
ず
、
適
切
な
措
置
を
講
ぜ
ず
（
無

秩
序
な
拠
点
産
業
開
発
）
、
［
業
用
地
の
造
成
、
大
刑
企
菜
の
誘
致
‘

L
業
用
水
の
準
備
を
し
た
こ
と
（
操
業
加
担
）
に
よ
っ
て
、
海
域
を

汚
染
し
赤
潮
を
発
生
さ
せ
た
の
で
、
国
家
賠
償
法
第
．
条
第
．
項
の
貨
任
を
負
う
へ
き
だ
、

高
松
市
と
岡
山
市
に
つ
い
て
は
、
播
磨
灘
に
赤
潮
が
毎
年
発
生
し
、

す
義
務
が
あ
る
の
に
、

と
主
張
し
て
い
る
。

工
場
排
水

そ
の
脱
囚
の

1

つ
が
し
尿
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
多
凰
の
窒
素
・

リ
ン
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
悉
し
、
漫
然
と
し
尿
投
棄
を
続
け
る
と
き
は
漁
業
に
多
大
の
被
害
か
生
ず
る
こ
と
を
予
見
し
、
あ
る
い
は
予
見

し
え
た
に
も
拘
ら
ず
、
適
切
な
措
料
を
溝
ぜ
ず
し
尿
投
棄
を
続
け
て
赤
潮
の
発
生
を
助
長
し
た
の
で
、
本
件
損
害
に
つ
き
民
法
七

0
九
条

企
業

/
0社
に
つ
い
て
は
、
汚
染
の
原
囚
と
な
る
窄
索
や
リ
ン
が
播
閉
灘
に
流
出
し
な
い
よ
う
に
そ
れ
を
完
全
に
除
去
す
る
設
備
を
施

か
か
る
設
備
を
施
さ
す
、
ま
た
は
そ
の
設
備
が
不
完
全
な
ま
ま
で
操
業
し
排
水
し
続
け
て
き
た
こ
と
は
、
各
工
場

の
設
置
ま
た
は
保
存
の
瑕
疵
と
い
う
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
本
件
捐
t
t
に
つ
き
、
民
法
第
七
．
七
条
第
二
唄
の
責
任
を
負
う
べ
き
だ
、
と
主

張
し
て
い
る
。
仮
に
そ
れ
が
あ
た
ら
な
い
と
し
て
も
、
播
磨
じ
業
地
帯
に
お
け
る
各

r場
の
立
地
・
操
業
・
排
水
等
の
状
況
及
び
播
磨
灘
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と
す
る
。

②
差
止
請
求
に
つ
い
て

の
脆
弱
性
と
の
関
係
か
ら
、
被
告
企
党
は
、

［
場
排
水
を
:
球
に
播
磨
灘
に
排
出
す
る
場
合
は
、

そ
れ
に
よ
っ
て
同
海
域
が
汚
染
さ
れ
赤

潮
に
よ
り
漁
業
に
多
大
の
被
害
が
生
ず
る
こ
と
を
予
見
し
、
あ
る
い
は

f
見
じ
え
た
の
に
、
何
ら
こ
れ
に
対
す
る
措
置
を
講
ぜ
ず
排
出
を

続
け
赤
潮
を
発
生
さ
せ
た
の
だ
か
ら
、
本
件
損
害
に
つ
き
民
法
第
じ

0
几
条
の
責
任
を
負
う
べ
き
だ
、

と
主
張
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
原
告
ら
の
損
害
は
、
被
告
ら
の
各
行
為
の
競
合
に
よ
り
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
被
告
ら
全
員
は
、
民
法
第
七
一
九
条

に
よ
り
共
同
不
法
行
為
者
と
し
て
賠
償
す
べ
き
責
任
が
あ
る
、

と
、
じ
張
し
て
い
る
。

ま
ず
、
汚
染
と
漁
薬
被
害
の
屯
大
性
と
見
通
し
に
つ
い
て
、
概
略
次
の
よ
う
に
、
E
張
し
て
い
る
。
播
磨
灘
が
枠
し
く
汚
染
さ
れ
、
赤
潮

の
発
生
回
数
・
規
模
・
質
と
も
急
激
に
増
加
・
悪
化
し
、

そ
れ
に
よ
る
漁
業
被
害
が
広
範
か
つ
大
規
模
に
増
大
し
て
き
た
に
も
拘
ら
ず
、

被
告
企
業
は
、
何
ら
赤
潮
被
害
の
防
止
の
た
め
の
有
効
・
適
切
な
対
策
を
と
ら
ず
、
漫
然
と
多
斌
の
窒
素
・
リ
ン
を
含
む
工
場
排
水
を
排

出
し
続
け
て
き
た
。
今
後
も
排
水
を
放
任
す
れ
ば
、
播
磨
灘
の
自
然
的
体
質
（
脆
弱
性
）
か
ら
し
て
、
窒
素
や
リ
ン
を
蓄
積
さ
せ
大
規
模

か
つ
長
期
化
し
た
赤
潮
を
頻
発
せ
し
め
、
播
磨
灘
を
死
の
海
と
化
し
て
漁
場
と
し
て
の
効
用
価
値
を
全
く
失
わ
せ
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
、

つ
い
で
、
主
張
の
法
的
根
拠
に
つ
い
て
、
原
告
ら
は
す
で
に
大
規
模
な
損
害
を
受
け
て
い
る
の
に
、
被
告
企
業
の
窒
素
・
リ
ン

法
第
七

0
九
条
に
基
づ
き
、
被
告
ぺ
〇
企
業
に
対
し
、

対
し
、
天
災
事
変
、

つ
い
に
は
、
原
告
ら
の
漁
業
権
を
侵
害
し

を
含
む
工
場
排
水
の
排
出
を
放
任
す
れ
ば
さ
ら
に
大
規
模
か
つ
長
期
化
し
た
赤
潮
が
発
生
し
、

回
復
し
難
い
損
害
を
与
え
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
か
ら
、
原
告
ら
は
、
漁
業
権
（
第
一
次
訴
訟
で
は
こ
れ
の
み
を
根
拠
と
す
る
）
又
は
民

工
場
か
ら
窒
素
・
リ
ン
を
排
出
し
な
い
よ
う
差
止
請
求
を
す
る
、
と
し
て
い
る
。

以
上
の
主
張
に
対
し
、
被
告
側
か
ら
の
反
論
は
、
赤
潮
発
生
の
原
因
を
窒
素
や
リ
ン
を
含
む
［
場
排
水
や
し
尿
と
す
る
原
告
側
主
張
に

工
場
排
水
の
本
件
赤
潮
発
生
海
域
へ
の
不
到
達
、
養
殖
場
海
域
の
自
家
汚
染
な
ど
を
挙
げ
て
他
の
原
因
に
よ
る
か
主

た
る
原
因
と
な
り
え
な
い
こ
と
と
、
「
は
ま
ち
」
の
へ
い
死
と
本
件
赤
潮
と
の
因
果
関
係
が
な
い
こ
と
、

な
ど
の
主
張
と
な
っ
て
示
さ
れ
て
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で
、
岡
市
友
利
教
授
よ
り
提
供
頂
い
た
も
の
で
あ
る
。

い
る
。
そ
し
て
、
当
事
者
間
で
は
、
播
磨
灘
の
海
洋
特
性
、
赤
潮
の
発
生
原
因
、
赤
潮
と
漁
業
被
害
と
の
因
果
関
係
な
ど
を
め
ぐ
り
、
調

査
・
研
究
資
料
や
研
究
者
の
証
人
訊
問
を
通
じ
て
真
っ
向
か
ら
対
立
し
た
科
学
論
争
が
続
い
て
い
る
。
し
か
し
、
科
学
的
証
明
の
是
非
は

自
然
科
学
の
専
門
家
の
判
断
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
法
的
判
断
と
し
て
ど
の
程
度
の
蓋
然
性
を
も
っ
て
証
明
と
み
な
す
か
は
裁

判
所
の
判
断
に
お
け
る
裁
拭
の
問
題
で
あ
る
の
で
、
今
後
の
成
り
行
き
を
注
目
す
る
こ
と
と
し
て
、
赤
潮
訴
訟
の
紹
介
は
ひ
と
ま
ず
お
く

こ
と
と
す
る
。

こ
れ
ま
で
瀬
戸
内
海
の
水
質
保
全
対
策
の
う
ち
、
赤
潮
対
策
の
中
心
と
し
て
立
法
・
行
政
に
よ
り
策
定
・
実
施
さ
れ
て
き
た
富
栄
養
化

対
策
の
内
容
と
、
漁
民
側
か
ら
の
反
応
と
し
て
係
属
中
の
訴
訟
の
概
要
を
考
察
し
て
き
た
。
対
策
の
成
果
は
、
資
料
に
よ
る
と
赤
潮
発
生

件
数
、
漁
業
被
害
件
数
と
も
横
ば
い
状
態
で
あ
る
。
ま
た
訴
訟
の
動
向
も
ま
だ
明
確
で
な
く
、
国
の
経
済
政
策
、
環
境
政
策
に
対
す
る
法

的
評
価
の
た
め
の
基
準
設
定
や
評
価
そ
の
も
の
は
今
後
の
検
討
課
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
段
階
で
の
評
価
・
検
討
を
試
み
る
必
要
が
あ

る
の
で
、

ま
と
め
と
し
て
の
一
応
の
見
解
を
の
べ
て
お
く
。

そ
こ
で
ま
ず
、
評
価
の
参
考
と
す
る
た
め
に
、
瀬
戸
内
海
の
海
洋
環
境
の
特
性
と
赤
潮
発
生
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
研
究
が
先
行
し

て
い
る
自
然
科
学
者
の
研
究
成
果
の

1

部
を
引
用
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
以
下
の
出
典
は
、
昭
和
五
七
年
度
の
文
部
省
環
境
科
学
特
別
研

究
「
沿
岸
域
に
お
け
る
環
境
保
全
の
あ
り
方
に
関
す
る
研
究
L

の
報
告
書
「
沿
岸
域
保
全
の
た
め
の
海
の
環
境
科
学
」
(
-
九
八
三
年
三
月
）

_,_ 
ノ‘

富
栄
養
化
に
対
す
る
法
的
対
策
の
評
価
・
検
討

一
四
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報
告
書
に
よ
れ
ば
、
赤
潮
と
は
、
「
微
小
生
物
の
異
常
増
殖
に
よ
る
海
水
の
変
色
現
象
」
を
指
し

一
五

原
因
生
物
は
、
播
磨
灘
で
は
主
と
し
て

C
君
tio}2elU
ミ

ntiq
思
で
あ
り
、
豊
後
水
道
で
は

G
y
m
n
o
d
i
n
i
u
m
六
五
年
型
種
で
あ
る
（
三
〇

四
頁
）
、
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
播
磨
灘
の
赤
潮
発
生
要
因
を
衿
え
る
際
、
植
物
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
や
ビ
タ
ミ
ン
そ
の
他
の
分
布
か
ら
、

大
き
く
は
、
北
部
、
淡
路
島
西
岸
域
、
中
央
部
、
南
部
の
四
海
域
に
区
分
す
る
の
が
適
渭
で
あ
る
が
、

Chattonella
ミ

ntiqiミ
の
シ
ス
ト

の
種
場
は
全
域
に
あ
っ
て
、
初
期
の
出
現
条
件
は
極
め
て
共
通
し
て
お
り
、
そ
れ
に
各
海
域
り
特
性
が
加
わ
っ
て
赤
潮
が
発
生
し
、
ま
た

海
域
ご
と
に
一
定
の
特
徴
を
示
す
（
三
ニ
ニ
貞
）

よ
う
で
あ
る
。
以
ド
赤
潮
発
生
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
関
す
る
詳
し
い
分
析
を
引
用
す
る
。

「
C
君
ttonella
ミ

niiq
思
は
全
一
で
ほ
ぽ
同
二
時
期
に
出
現
し
赤
潮
を
形
成
す
る
が
、
細
胞
密
度
に
は
差
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
海
域
の

赤
潮
発
生
要
因
に
は
共
通
す
る
部
分
と
異
な
る
部
分
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
共
通
す
る
部
分
は
、
C
h
a
t
t
o
n
e
l
l
a

ミ
n
i
i
q
~
の
生
理
的

要
求
の
面
か
ら
考
え
ら
れ
る

N
、
P
、
ビ
タ
ミ
ン
叫
お
よ
び
有
機
鉄
が
一
定
址
以
上
存
在
す
る
と
い
う
事
実
に
あ
り
、
異
な
る
部
分
は
そ

れ
ぞ
れ
の
海
域
の
環
境
特
性
に
現
わ
れ
て
い
る
。

北
部
海
域
は
流
入
す
る
河
川
水
や
各
種
の
廃
水
の
影
縛
を
受
け
、
塩
分
は
し
ば
し
ば
極
端
に
低
下
す
る
環
境
と
し
て
は
極
め
て
不
安
定

な
海
域
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
水
温
の
上
昇
が
早
く
、
栄
養
塩
類
や

B
群
ビ
タ
ミ
ン
濃
度
が
中
央
部
や
南
部
に
比
べ
て
高
く
、
有
機
鉄
に
つ

い
て
も
陸
水
の
流
入
や
堆
積
物
か
ら
の
溶
出
に
よ
る
補
給
が
大
き
い
。
塩
分
濃
度
の
低
下
が

Chattonella
ミ

n
i芯
思
の
増
殖
に
有
利
に
働

く
と
す
れ
ば
北
部
沿
岸
で
は
赤
潮
発
生
に
関
す
る
環
境
条
件
は
か
な
り
整
っ
て
い
る
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
潮
流
…
…
恒
流
…
…

の
点
を
考
慮
す
る
と
北
部
の
環
境
変
化
は
時
間
を
要
す
る
に
し
て
も
中
央
部
に
影
響
し
、
さ
ら
に
南
部
に
い
た
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

南
部
や
中
央
部
の
影
饗
が
北
部
海
域
に
い
た
る
と
は
考
え
に
く
い
。
北
部
沿
岸
海
域
は
陸
水
や
各
種
の
廃
水
の
影
饗
で
富
栄
養
化
が
進
行

し
て
い
る
こ
と
と
、
比
較
的
浅
い
た
め
、
底
泥
か
ら
溶
出
す
る
栄
養
塩
や

B
群
ビ
タ
ミ
ン
、
有
機
鉄
な
ど
が
容
易
に
表
層
に
輸
送
さ
れ
て
、

赤
潮
を
発
生
さ
せ
や
す
く
、

ま
た
発
生
し
た
赤
潮
が
継
続
し
や
す
い
特
性
を
有
し
て
い
る
。

（
二
八
九
頁
）
、
被
害
を
伴
う
赤
潮
の
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中
央
部
は
水
深
約
四

0
メ
ー
ト
ル
で
海
水
が
停
滞
し
沖
合
に
も
拘
ら
ず
夏
に
は
底
層
が
貧
酸
素
化
し
、

認
め
ら
れ
る
。
…
…
鳴
門
海
峡
か
ら
流
人
す
る
紀
伊
水
道
系
の
海
水
が
中
央
部
の
底
層
か
ら
シ
ス
ト
や
栄
養
塩
を
表
層
に
輸
送
す
る
…
…
。

こ
の
附
近
の
恒
流
は
極
め
て
緩
や
か
で
あ
る
た
め
、
夏
の
台
風
な
ど
に
よ
る
撹
拌
を
含
め
た
こ
の
よ
う
な
栄
養
塩
の
表
層
へ
の
輸
送
に
よ

り
赤
潮
が
発
生
す
る
可
能
性
は
認
め
ら
れ
る
。

南
部
の
沖
合
部
の
水
質
は
北
部
に
比
べ
て
良
好
で
あ
る
が
、
沿
岸
部
に
は
か
な
り
規
模
の
大
き
い
ハ
マ
チ
養
殖
場
が
あ
り
、
赤
潮
発
生

に
及
ぼ
す
影
繹
に
つ
い
て
は
検
討
す
べ
き
余
地
が
あ
る
。
備
讃
瀬
戸
か
ら
の
流
れ
は
中
央
部
か
ら
流
れ
を
引
込
み
な
が
ら
鳴
門
海
峡
へ
進

み
、
香
川
県
引
田
湾
は
そ
の
南
側
の
渦
流
域
と
な
っ
て
い
る
た
め
に
赤
潮
が
濃
く
な
る
可
能
性
が
大
き
い
」
（
三
―
―

:
I
三
二
三
頁
）
と
分

析
し
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、
播
磨
灘
で
は

C
h
ミ
[
O
ミ～
e[さ
ミ
～
h.q[
ミ
の
シ
ス
ト
が
あ
る
と
す
れ
ば
、

現
条
件
は
極
め
て
共
通
し
て
お
り
、

る
こ
と
、
実
際
に
は
北
部
の
赤
潮
の
方
が
濃
密
に
な
り
、
表
面
の
着
色
域
の
範
囲
も
広
い
こ
と
、
魚
類
養
殖
に
お
い
て
残
餌
や
排
泄
物
に

由
来
す
る
栄
養
塩
そ
の
他
の
物
質
に
よ
る
富
栄
養
化
の
防
止
は
、
環
境
保
全
の
問
題
で
あ
る
と
同
時
に
、
直
接
生
産
に
関
わ
る
問
題
で
蓑

殖
技
術
と
し
て
も
解
決
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
北
部
の
赤
潮
発
生
に
つ
い
て
は
、
環
境
庁
を
中
心
と
し
た
総
合
的
な
立
場
で

解
決
の
方
策
を
探
る
べ
き
社
会
的
課
題
で
あ
り
、
播
磨
灘
は
兵
庫
、
岡
山
、
香
川
、
徳
島
の
四
県
で
囲
ま
れ
て
い
る
が
、

域
の
環
境
保
全
は
、
関
係
諸
府
県
が
共
通
の
立
場
に
立
っ
て
は
じ
め
て
そ
の
実
を
全
う
し
う
る
こ
と
、
を
ま
と
め
と
し
て
の
べ
て
い
る
(
-
こ

ニ
四
頁
）
。

次
に
、
「
基
本
計
画
」

と
「
府
県
計
画
」
に
そ
っ
て
施
策
と
成
果
の
関
係
を
ま
と
め
て
み
る
。
「
基
本
計
画
」

解
明
と
発
生
の
人
為
的
要
因
の
減
少
と
を
目
標
と
し
、

の
計
画
的
削
減
措
置
で
あ
り
、

そ
れ
が
増
殖
し
て
赤
潮
を
形
成
す
る
に
は
、

―
つ
は
、
燐
汚
濁
負
荷
量

そ
れ
に
伴
う
栄
養
塩
の
溶
出
が

そ
れ
は
全
域
に
分
布
し
、
初
期
の
出

そ
れ
ぞ
れ
の
海
域
の
異
な
っ
た
性
格
を
背
景
と
し
て
い

そ
の
た
め
の
施
策
と
し
て
二
つ
の
柱
を
た
て
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
海

は
、
赤
潮
発
生
の
機
構
の

も
う
一
っ
は
、
窒
素
に
つ
い
て
の
調
査
研
究
で
あ
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
成
果
を
論
ず
る
段
階
で
は
な

一
六
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い
が
、
赤
潮
発
生
の
要
因
に
窒
素
、
ビ
タ
ミ
ン
恥
、
有
機
鉄
も
あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
早
急
な
調
査
の
ま
と
め
と
削
減
対

策
が
必
要
で
あ
る
こ
と
だ
け
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
こ
こ
で
は
前
者
に
つ
い
て
も
っ
ぱ
ら
の
べ
る
こ
と
に
す
る
。

燐
の
削
減
措
置
と
し
て
、
「
基
本
計
画
」
と
「
府
県
計
画
」
で
は
、
産
業
排
水
に
つ
い
て
、

維
持
管
理
の
適
正
化
、
副
原
料
や
防
錆
剤
等
の
低
燐
化
を
進
め
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
が
、
詳
し
い
状
況
を
知
る
資
料
は
得
ら
れ
な
か
っ

た
。
生
活
排
水
対
策
の
う
ち
、

F
水
道
の
整
備
は
、
地
域
差
が
あ
り
進
捗
状
況
も
昭
和
四
九
年
度
に
比
べ
て
一

0
％
の
伸
び
で
あ
る
。
因

み
に
「
資
料
集
」
に
よ
れ
ば
、
関
係
一
三
府
県
の
下
水
道
普
及
率
は
、
昭
和
五
七
年
度
現
在
総
人
口
三
、
三
九
八
万
人
に
対
す
る
普
及
率

は
三
七
％
（
処
理
人
口
数
で
一
、
二
四
九
万
人
）

わ
れ
て
い
る
こ
と
、

で
あ
る
が
、

一
七

工
場
・
事
業
場
の
脱
燐
処
理
施
設
の
導
入
と

そ
の
水
準
を
超
え
て
い
る
の
は
京
都
、
大
阪
、
兵
庫
の
三
府
県
で
、
あ
と

は
相
当
低
い
と
こ
ろ
も
あ
る
。
し
尿
処
理
施
設
等
の
整
備
も
、
昭
和
四
八
年
と
五
六
年
で
比
較
す
る
と
、
処
理
能
力
に
お
い
て
一
・
五
七

倍
、
施
設
数
で
ニ
・
九
八
倍
で
あ
る
が
、
ま
だ
外
洋
投
棄
分
の
全
量
を
処
理
す
る
に
至
っ
て
い
な
い
。
合
成
洗
剤
対
策
も
、
無
燐
洗
剤
の

生
産
量
は
増
え
て
い
る
が
、
使
用
の
実
態
に
つ
い
て
は
詳
し
い
資
料
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
、
使
用
量
の
適
正
化
に
よ
る
削
減
効
果
は

不
明
で
あ
る
。
因
み
に
、
断
片
的
情
報
で
あ
る
が
、
小
豆
島
で
は
、
「
小
豆
島
粉
石
け
ん
を
広
め
る
連
絡
会
」
の
調
査
に
よ
る
と
、
粉
石
け

ん
を
使
用
し
て
い
る
人
は
二
割
以
下
で
あ
り
、
他
方
合
成
洗
剤
の
贈
答
は
貰
っ
た
人
が
七
八
％
、
贈
っ
た
人
が
約
二

0
％
と
な
っ
て
い
る

と
の
新
聞
報
道
（
五
九
・
九
・
八
朝
日
）
が
あ
り
、
削
減
の
運
動
は
ま
だ
定
着
し
て
い
な
い
面
が
う
か
が
え
る
。
そ
の
他
の
も
の
の
う
ち
、

農
林
畜
産
業
に
よ
る
排
水
に
つ
い
て
も
十
分
な
資
料
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
漁
類
養
殖
業
に
つ
い
て
は
、
漁
場
管
理
の
適
正
化
が
あ
げ
ら

れ
て
い
た
が
、
投
餌
方
法
の
工
夫
、
大
型
生
資
に
よ
る
養
殖
試
験
、
昭
和
五
四
年
か
ら
は
生
資
を
赤
潮
か
ら
避
難
さ
せ
る
避
難
養
殖
が
行

が
分
か
っ
た
程
度
で
あ
る
。
な
お
、
埋
立
て
な
ど
に
伴
う
多
額
の
漁
業
補
償
金
が
、
漁
業
の
再
興
・
振
興
の
た
め
必

ず
し
も
有
効
に
活
用
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
ず
、
逆
に
漁
業
へ
の
意
欲
を
失
わ
せ
た
り
、
若
者
の
漁
業
離
れ
や
過
疎
化
を
す
す
め
る
結
果

に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
た
び
た
び
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
汚
染
の
み
で
な
く
漁
場
の
縮
小
や
変
化
に
対
応
し
切
れ
な
い
漁
業
に
対
し
、
将
来
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を
見
通
し
た
補
償
・
振
興
政
策
が
必
要
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
計
画
の
内
容
に
沿
っ
た
個
別
問
題
の
評
価
・
検
討
の
ほ
か
に
、
次
の
よ
う
な
こ
と
も
指
摘
で
き
よ
う
。

瀬
戸
内
海
の
水
質
保
全
の
た
め
、
特
別
立
法
に
よ
り
、
広
域
的
か
つ
総
鼠
的
規
制
を
図
っ
た
こ
と
は
、
政
策
と
し
て
画
期
的
な
も
の
で

あ
り
そ
の
積
極
性
を
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
政
策
の
実
施
面
で
問
題
点
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
第
一
に
、
実
施
の
主
体
で

あ
る
行
政
の
姿
勢
で
あ
る
が
、
施
策
の
実
施
に
あ
た
り
、
環
境
庁
に
よ
る
委
託
調
査
を
除
き
、
関
係
府
県
の
姿
勢
、
人
的
・
物
的
能
力
等

に
よ
り
調
査
や
指
導
に
つ
い
て
府
県
間
に
差
異
な
い
し
壁
が
な
か
っ
た
か
疑
問
が
残
る
。
第
二
に
、
水
の
汚
染
物
質
の
削
減
目
標
値
が
妥

当
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
目
標
年
度
以
後
す
な
わ
ち
昭
和
六

0
年
度
以
後
ど
の
よ
う
な
見
直
し
が
な
さ
れ
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
環

境
庁
の
昭
和
五
六
年
度
の
「

C
O
D
総
斌
削
減
計
画
と
達
成
状
況
調
査
」
に
よ
れ
ば
、

よ
う
で
あ
る
が
、
燐
に
つ
い
て
も
同
様
か
も
し
れ
な
い
。
目
標
で
あ
る
計
画
値
い
か
ん
で
は
、
改
善
が
進
ん
だ
と
い
う
見
方
が
安
易
に
出

る
お
そ
れ
が
あ
り
、

ま
た
、
今
年
の
赤
潮
に
よ
る
漁
業
被
害
に
目
立
っ
た
も
の
が
な
か
っ
た
こ
と
を
、
特
別
措
置
法
の
規
制
効
果
の
あ
ら

わ
れ
と
み
る
行
政
側
の
反
応
も
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

つ
で
も
被
害
を
発
生
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
以
上
、
楽
観
は
禁
物
で
あ
る
。
見
直
し
に
あ
た
り
、
規
制
目
標
値
を
ど
の
よ
う
に
設
定
す
る

か
、
富
栄
養
化
防
止
の
た
め
燐
以
外
の
物
質
の
規
制
を
ど
こ
ま
で
行
う
か
、
注
目
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
関
係
府
県
の
う
ち
六
府
県
で
、
企

業
誘
致
の
た
め
に
補
助
金
や
融
資
に
よ
る
優
遇
策
を
打
出
し
て
お
り
、

項
目
が
い
く
つ
か
あ
っ
た
が
、

に
、
自
然
を
対
象
と
す
る
と
き
は
、

も
変
わ
る
は
ず
で
あ
る
。

い
る
が
、

ど
の
よ
う
な
結
果
に
落
着
く
か
、

C
O
D
の
削
減
計
画
値
と
実
績
値
の
差
が
大
き
い

し
か
し
、
赤
潮
の
発
生
件
数
は
減
っ
て
お
ら
ず
、
発
生
要
因
は
条
件
次
第
で
い

ま
た
、
今
国
立
公
闊
の
指
定
区
域
の
見
直
し
作
業
が
進
め
ら
れ
て

こ
れ
ら
の
動
き
が
合
わ
せ
て
気
が
か
り
で
あ
る
。
第
一
二
に
、
調
査
・
研
究
の
課
題
と
さ
れ
た

そ
れ
ら
の
進
捗
状
況
や
成
果
に
つ
い
て
の
情
報
が
乏
し
い
こ
と
で
あ
る
。
自
然
科
学
者
が
指
摘
す
る
よ
う

き
め
細
か
い
環
境
特
性
の
継
続
的
把
握
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
い
か
ん
で
対
策
の
立
て
方
、
見
直
し

い
わ
ゆ
る
環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
は
、
施
策
の
立
案
前
の
み
で
な
く
、
事
後
に
も
行
う
必
要
が
あ
る
。
第
四
に
、

一
八
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瀬戸内海水質保全政策の実施状況とその評価・検討 (t:田）

と
し
て
放
送
し
た
も
の
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

の
と
こ
の
報
告
書
の
全
体
の
ま
と
ま
り
を
そ
こ
な
わ
な
い
た
め
に
あ
え
て
部
分
的
引
用
も
避
け
た
の
で
紹
介
だ
け
し
て
お
き
た
い
。

K
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
藤
木

高
松
放
送
局
在
勤
中
に
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
目
で
、
赤
潮
、
底
質
汚
染
、
本
四
橋
、
生
活
排
水
、
原
発
、
環
境
保
全
法
な
ど
の
素
材
に
つ

い
て
丹
念
に
取
材
し
、
昭
和
五
二
年
五
月
か
ら
五
三
年
三
月
ま
で
、

「
午
後
の
ロ
ー
タ
リ
ー
」
で
毎
月
一
回
四
国
四
県
に
「
渚
か
ら
の
報
告
」

健
氏
の

『
リ
ポ
ー
ト
瀬
戸
内
の
渚
か
ら
海
・
環
境
・
人
』

（
一
九
八
四
•
1
0
•
三
二
稿
）

（
昭
和
五
四
年
五
月
）

〔付

己〕
1

コロ

一
九

で
あ
る
。
こ
れ
は
、

国
民
に
対
す
る
啓
発
の
仕
方
に
問
題
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
情
報
提
供
が
行
政
サ
イ
ド
の
も
の
が
多
い
こ
と
、
自
然
環
境
の
利

用
・
維
持
と
保
全
の
係
わ
り
を
ど
う
す
る
か
に
つ
い
て
総
合
的
な
視
野
か
ら
の
啓
発
が
乏
し
い
こ
と
、
研
究
レ
ベ
ル
で
も
自
然
科
学
と
社

会
科
学
の
研
究
成
果
が
相
吐
に
卜
分
吸
収
さ
れ
て
い
ず
、
法
政
策
に
も
反
映
し
切
れ
て
い
な
い
こ
と
な
ど
、
課
題
が
残
っ
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
そ
の
解
決
に
は
、
行
政
だ
け
で
な
く
、

今
後
国
民
あ
げ
て
取
り
組
み
を
続
け
る
必
要
が
あ
る
。

(
l
)
社
団
法
人
瀬
戸
内
海
環
境
保
全
協
会
「
瀬
戸
内
海
い
環
境
JJ
保
令
に
関
す
る
府
県
＂
画
（
昭
和
几
パ
年
し
月
）

L

に
よ
る
。

(
2
)
環
境
庁
水
質
保
全
局

7

瀬
戸
内
海
の
現
況
（
昭
和
五
八
年
八
月
）
し
八
貞
。

(
3
)
環
境
庁
水
質
保
全
闘
「
瀬
戸
内
海
こ
お
げ
る
燐
及
び
そ
り
化
合
物
に
係
る
削
減
指
導
JJ
針
い
実
施
状
況
（
昭
和
五
八
年
九
月
）
」
（
参
考
）
：
こ
ー
．
五
貞
。

(
4
)
漁
業
災
害
補
償
法
施
行
規
則
第
六
五
条
の
：
に
よ
り
別
表
第
四
て
定
め
ら
れ
て
い
る
水
域
で
あ
る
が
、
漁
薬
法
第
二

□

九
条
第
二
項
で
規
定
す
る
瀬
戸

内
海
水
域
と
同
．
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
柏
置
法
第
，
．
条
第
．
項
で
定
め
る
水
域
か
ら
北
西
部
（
饗
灘
）
及
び
南
西
部
（
豊
後
水

道
）
を
除
い
た
水
域
で
あ
る
。

(
5
)
「
資
料
集
」
一

L
]貞゚

本
稿
の
テ
ー
マ
を
含
む
瀬
戸
内
海
の
環
境
保
全
間
題
に
つ
い
て
論
じ
た
優
れ
た
報
告
書
が
あ
る
が
、
時
期
的
な
差
が
あ
る

N
H
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表1 関係府県から排出される燐の総量 (54年）

（トン／日）

生活系 産業 系 そ 0) 他 計

33.9 32.0 13.9 79.8 
(42. 5%) (40.1%) (17.4%) (100%) 

（注） 環境庁資料による。

表 2 関係府県別燐排出量 (54年）

（トン／日）

府県名 生活系 産業系 その他 ~t 府県の面する灘湾等

凩ヽ・ 都 2.7 1.3 0.4 4.4 大阪湾

大 阪 10.0 3.4 0.6 14.0 大阪湾

兵 1中 5.6 6.9 2.1 14.6 大阪湾、播磨灘

奈 良 1.4 0.7 0.3 2.4 大阪湾、紀伊水道

和 歌山 0.9 1.6 0.4 2.9 紀伊水道（大阪湾）

岡 j[j 2.2 2.4 1. 7 6.3 備讃瀬戸

仏 , p iij 3.0 1.8 1.1 5.9 広島湾、安芸灘、備後
灘

111 r I l. 7 6.0 (). 7 8.4 周防灘、脚灘

伸、t,, 島 0.9 0.7 1.6 3.2 紀伊水道（播磨灘）

香 JI[ 1.1 0.5 l'.4 3.0 
播磨灘、備讃瀕戸、隧
灘

愛 媛 1. 7 2.4 2.2 6.3 遂灘、伊予灘、豊後水
道

福 岡 1.4 3.0 0.2 4.6 響灘、固防灘

゜大 分 1.3 1.3 1.2 3.8 周水道防灘、 伊予灘、 豊後

計 33.9 32.0 13. 9 i 79.8 

（注） 環境庁資料による。
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瀬戸内海水質保全政策の実施状況とその評価・検討（土田）

図 l 最近 6ヵ年間における洗たく用石けん・合成洗剤の生産量推移

（昭和53年------58年）
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昭和 53 54 

:17,912 
介,.~

55 

40, 774 

‘ 56 57 

39,829 
へ人.'(ヽ

58年

通産省化学工党統計調査宰資料より

表3 洗たく用石けん・合成洗剤の生産量と生産比率（％）（昭和58年 1-12月）

（単位：トン）

品 目 生 産 址 生産比率 （％） 

洗石 固 形 10,493 (1. 6) 
たけ 粉 石 け ん 35,255 (5.4) 
＜ 
用ん 計 45,748 (7.0) 

粉
有 り ん 77,354 (11.9) (12. 8) 13.7 

甕畠 血’‘‘ り ん＇ 488,019 (75.0) (80. 6) 86.3 
末

計 565,373 (86.9) 93.4 100 
く洗
用剤 液 体 39,829 (6 .1) 6.6 

洗 剤 計 605,202 (93. 0) 100 
ム ~t- 650,950 100 r~ 

（注） 1 洗たく用石けん、合成洗剤全生産量に対する無りん洗剤

（石けん、合洗）の生産比率は 88.1% 

2 洗たく用合成洗剤中

無りん合成洗剤（粉末、液体）の生産比率は 87.2% 
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図3 洗剤による 1日1人当りのP負荷量

（昭和40年~58年）
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瀬戸内海水質保全政策の実施状況とその評価・検討（土田）

図4 情報交換体制図
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水
試

赤潮予察調査
オートアナライザー
電子顕微鏡

図5 海面漁業魚種別生産量構成と海面養殖生産量構成

三

令国の沿岸魚菓魚獲量 2,073千t 令Li.Jq-i海由量嬢量 938千t

（注） いわし類（まし Sわし、 うるめいわし、かたくちしヽわし）
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図 6 瀬戸内海における漁業生産量の推移

（千トソ）
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ニ
四
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瀬戸内海水質保全政策の実施状況とその評価・検討（土田）

図7 瀬戸内海における魚種別生産量の推移
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農林水産省「瀬戸内海の漁業」による。

計上期間は暦年

くるまえびは海面漁業のみ。
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表 4 瀬戸内海における漁業生産量

~〗・ 39 40 41 42 43 44 45 46 47 

カ'tこくちし lJ Jし 48.180 57,274 71, 710 67,006 72,825 96.281 78,038 67,401 90,621 

あ じ 類 9,014 8,862 6,411 11,625 10,970 6,839 5,649 6,063 6,708 

かれしし類 9,231 8,703 11,209 10.803 10,189 10. 976 11,030 12,417 12,598 

たちうお 876 1,999 3,504 4,368 4,126 7,626 9,325 10,307 16,899 

ま だ し、 2.764 2,872 2,696 2,730 2,450 2,547 2,014 2,035 2,034 

し¥ fp な ご 19,262 42,312 22,991 33,816 50,759 34,644 58,581 64,527 37,415 

さ JJ し、） 1,573 1,500 1,912 1,079 1,143 909 1,712 1,125 1,323 

し 'J す 9,420 6,581 9,642 9,403 11,126 7,821 7,457 10,076 14,499 

そ U) 他 62,001 55,680 67,742 67,156 66,258 68,875 68,086 68,135 70,406 

,. 佑ヽヽ 類 ,： ,I 162,321 185,783 197.837 207,986 229,846 234,518 241,892 242,089 252,503 

くるまえび 1,07:l 968 866 851 612 527 466 781 913 

そU!他のえび類 24,692 22,909 27,570 21,677 17,801 17,805 17,160 17,068 22,268 

がさみ類 190 218 235 142 95 204 196 182 300 

た ' 類 14,772 10,552 9,839 10,841 7,718 7,956 8,583 8,998 8,757 

こういか類 4,914 6,104 7,683 7,243 8,552 10,993 9,343 9,398 7,676 

そ U> 他 10,507 10,621 11,604 13,323 14,694 13,469 12,727 15,398 15,575 

その牧1~也'trlUJ 水.,,・（剥J ,[! 56,148 51,372 57,797 54,077 49,472 50,954 48,475 51,825 55,489 

あさ り類 16,659 15,729 20,094 17,003 14,643 15,470 21,419 19,051 31,501 

はまぐり類 720 625 468 266 208 124 142 33 169 

そ UJ 他 48,651 41,425 36,069 47,428 47,3061 72,498 54,918 59,969 89,526 

t ! 類 ,;! 66,030 57,779 56,631 64,697 62, 1S7 88,092 76,479 79,053 121,196 

わかめ類 1,620 2. 721 2,057 4,056 4,664 3,177 3,326 2,681 2,275 

そ の 他 3,312 3,432 2,964 3,895 2,505 4,107 3,836 3,600 4,630 

面が類叶 4,932 6,153 5,021 7,951 7,169 7,284 7,162 6,281 6,905 

刹面漁業叶 289,431 301,087 317,286 334, 711 348,644 380,848 374,008 379,248 436,093 

ぶり類養殖 4,021 5,376 5,783 7,561 8,345 9,866 9,480 10. 803 6,168 

たい類 II

か き JI 133,348 138,339 152,947 170,810 197,698 148,242 106,002 143.723 151,735 

0) り II 28,976 22,342 33,784 36,774 36,266 77,392 80,958 73,444 92,085 

わかめ II 37 872 1,277 2,476 2,135 2,688 5,045 6,600 15,306 I 

そ ()) 1也 775 802 418 493 378' 423 553 460 582 （真珠養殖を除く）

ノ‘

海面養殖計 167,157 167,731 194,209 218,114 244,822 238,611 202,038 235,030 265,876 

合 計 456,588 468,818 511. 495 552,825 593,466 619,459 576,046 614,278 701,969 

（注） 中四国農政局統計清報部「瀬戸内海の漁業」より
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瀬） i内海水判保全政笈v),k施状況とそU>Jf価・検，；、t(土田）

（単位： t) 

48 49 50 51 

83,867 77.778 79.966 91,981 
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11.230 12,111 13.075 U.:159 
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I·• 

29. 966 50. 640 I 28. 079 51. 086 
'.  
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ー'―
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11 . :no I 11. 164 
I I I ,451 j 8,275 i 10,()61 13,f-i45 .. 

14,876 ! 16,4931 19,800 24.:i70 

52. 439 59. 948 6:l .. 133 69. 7 42 

29,137 24,,t32 19.8161 19.768 

17:3i 74 87 70 

50,91()1 53.154 31,369 24,76H 

80. 220 77. 660 51. 272, 44. 606 

2.182 2,830 1.347 1.:B, 

8,147 ! 10,676 5,994 5,813 

i 10 . 3:?9 l 3,;i()6 I 7 . 341 i 7. 150 

365. 539 403. 410 375. 027 420. 1.¥24 

9. 829 11. 086 10. 891 11. 389 

七
115,709'126,748 82,542,112,6381101.265!119,311 128,434 152,060 131.355 97,324 

16,398 23,420 11. 727 i 20,238 
21,457 (4,495 16,602 18.9三011331 1 20,652 

20,940 

869 752 ! 1. 026 9Xl 499 619 881 t 1 ， 180 1.286 

312,859 310. 910 252. 511 300,225 278,991 310,―95847 1 I 6:3-0949 --,267 374, 343,366 324,106 

678,398 714. 320: 627. 538 721,049 684.653 734. ,717 781 ()()9 789,633 785,986 
＇ 
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表 5 海洋汚染の海域別発生確認件数の推移

（単イ立：件）

洵 」し 本 ~ 伊 大 瀬- 本 九 11 南
域 大 ノ入

泊i J i 阪 本 fl 

J、|、1 小l・I J寸、1 西
、i(1 ,'J． ' ヽ 勢 阪

洒
糾

沿 * 内 を 南 Xヽ't
、X'r 糾

除 ;;I ノ

年 釉t(!'~ l;』
I ↓』!

t・ 納 柄 恣 泊i、こ f '"--; ~ I" l・ I’’. ’ f・ 域

till 62 96 164 83 73 301 99 79 91 51 1,099 

11!1 以 外 1 28 3 14 7 44 4 7 4o I 7 155 
53 

介、 潮 1 1 22 31 26 48 18 15 16 5 183 

1d 64 125 189 128 lOfi 393 121 101 147 63 1,437 

iii! 58 109 206 ］（）（） 112 :106 130 65 78 93 1,257 
I 

TILL L')、 外 1 23 6 18 13 77 23 13 40 6 220 
54 

＇ガ、 潮 2 26 ， 77 41 63 23 2 12 1 256 

111 61 158 tLl 195 166 446 176 80 130 100 1,733 

ill! S4 106 176 87 112 283 ! 131 102 74 103 1,228 

/iii l')、 外 1 :3 6 16 （） 

89·——2—4 0 + I I 

3 22 17 161 
:i:i 

潮 iI 介、 （） 11 1 28 ! 44 S4 17 12 5 192 

,;! i 55 120 183 131'156 426 155 122 I 108 125 1,581 

111! I 62 76 101 73 92 211 114 92 64 106 I 991 

、/Iii 以 外 4 4 5 10 7 74 s 14 12 7 142 
56 I 

,JJ、 潮 1 （） 5 20 15 4~! 40 I 12 I 1 
， ， （） 111 

115 ,[! 67 80 111 103 11 1 ss 113 1,244 I 

till 54 70 85 I 56 i 75 167 90 76 70 68 811 

till 以 外 7 6 2 7i 5 47 I I 6 26 20 12 I 138 
57 

46) 亦 潮 （） l 4 14 26 :J 14 5 

゜
115 

,d・ 61 77 91 77 ， 106 ; 260 I 101 I 116 95 80 1,064 I 

油 34 85 83 I s2 I 59 j 157 i 83 I 74 94 58 779 I 

油 以 外 1 17 2[ 8] 4 I I ， 98 i I 16 24 34 I 18 222 
58 

42 : 13 i I ::i~I i 亦 潮 1 （） 3 33 7 8 （） 112' 

,d-' 36 102 88 1 102 I 76 I 288 106 106 133 I 76 1,113 

油 0.63 l. 21 0.98 0.93 0.79 0.94 0.92 0.97 1. 34 0.85 0.96 
58 

油 以 外 0.14 2.83 1.00 1.14 0. 80 ! 2. 09 1 2. 67 0.92 1. 70 l. 50 1. 61 . 八
57 ，赤 潮 0.75 3. oo ! o. 50 I o. 72 11. 40 0.57 1.00 0. 97 i I 
比

I I ~-:. Jl 0.59 1. 32 o. 97 I 1. 32 i o. n I 1 . 11 I 1. 05 o.91 [ 1.40 I o.95 1. 05 

（注） 1 海t.保安庁資料による。

2 油以外のものとは、［発棄物、 「．場排水等をし)う 0
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瀬戸内海水質保全政策の実施状況とその評価・検討（日Il)

図8-(1) 赤潮の発生件数

4001 （凡例）

廿船 n散
326 

被害件数

298 300 
300' 

2:l6 
210 

200 

216 218 

l 00 

~l:l 

136 

164 165 

I ¥l'l 
201 

79 

件

4
 

4 3 4 ,1 4 5 4 6 4 7 4 H 4 9 5 0 S I :, :.'5 :l S 4 5 S 5 6 5 7 :, H 

（注） 水哨庁瀬！平、］洵油達調悴，t午務所』,';jヽ＼

図8-(2) 赤潮の発生件数（灘別）

九

＼灘名・
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

紀 伊 水 道 5 20 ?~~ , 25 35 H7 55 25 41 62 44 48 51 

大 阪 湾 20 29 39 50 49 54 34 38 38 42 38 31 40 

播 磨 灘 25 27 24 68 50 61 45 23 54 29 32 49 45 

備 讃 瀬戸 ， 12 ， 6 16 7 4 2 8 （） 3 2 2 

牲 灘 20 25 18 43 40 21 :n 17'11 18 14 11 14 

安
ーサ~~ ~ ・

灘 11 11 14 24 18 14 18 8 12 8 13 11 14 ム・

伊 予 灘 5 12 18 15 28 ! 18 6 4 1 4 5 4 5 

周 防 灘 36 20 51 52 43 42 28 33 36 42 22 26 21 

豊 後 水道 5 8 10 15 21 22 15 15 15 13 28 19 21 

i)f- 48 61 67 79 136 164 210 298 300'I 326I 1236 165 216 218 199 201 213 

（注） 水産庁瀬戸内海魚業調整事務所調べ
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表 6 発生継続日数別赤潮発生件数

年次
5 [J以内 6~10 日 ll~30fl 31日以上

計凶）
件数(H) (B)/(A) 件数(C) (C)/(A) 件数(D) (DJ/(A) 件数(E) (E)/(A) 

昭42 31 i'I 65% 6付
13% ! 

9付 19% 2件 3% 48件

43 42 69 7 12 ， 15 3 4 61 

44 40 60 7 10 13 20 
I 

7 10 767 

I 
I 

45 37 47 11 14 25 31 6 8 79 

46 93 68 
I 

15 11 17 12 11 8 136 

47 91 56 34 21 27 16 12 7 164 

48 143 68 35 17 25 12 7 3 210 

49 173 64 67 25 23 ， 6 2 269 

50 170 67 41 16 33 13 11 4 255 

51 216 72 35 12 34 11 14 5 299 

52 119 61 32 16 31 16 14 7 196 

53 86 57 23 I 15 30 20 12 8 151 

54 74 43 41 26 13 8 172 

55 117 62 35 14 ， 5 188 

56 94 55 37 18 ， 5 171 

I 
57 ＇ 

87 52 
＼ I 

31 26 ,r ) 3 166 

76 46 27 

I 
27 

I 
17 10 165 :')8 

I 
on 1 水1}{J『瀬Jj内海漁業調整事務所調ヘ

2 発生継続日数とは、赤潮を発見しだ LJから消失するまでの日数をいう。

3 叶は、 2カ月にまたかって発生した赤潮があるため、前表0)発生件数とは

必すしも 含父しなし兄

表 7 赤潮による漁業被害件数

灘 名
被 ‘其 件 数

48W 49年 50年 51年 52年 53年 54年 55年 56年 57年 58年

紀伊水道 2 4 6 4 1 1 1 3 

大 阪 洒 5 1 3 1 2 1 

播 陀 灘 3 2 5! 2 10 6 6 1 5 5 

i I 

， I 

備 讃瀬戸 I I 
， 1 

s! 隧 灘 6 4 1 1 2 1 

安
tt_・ 

灘 1 2 41 21 1 L, 
！ I 

伊 f 灘 1 4 I 2 2 i i i 1 3 2 

周 防 灘 4 1 8 J-I 4 7 3! I 1 4 

―翌. 後,;十水道 I 
2! 21 31 41 2: 11 1 3! 4 1 2 

18 I 17 [ 
I 

18 I 15 1 I ↓ 1/ s! 29 I 27( sl 1s I 131 ゚
（注） 水産庁瀬戸内海漁業調整事務而閏ヘ
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瀬戸内海水質保全政策の実施状況とその評価・検討（上田）

表8 近年における主な赤潮による漁業被害一覧 (47~58年）
(I) 47年

（被言額1,000万円以上のもの）

発生時期 発生海域 発生場所 昇 被害内容 被害趾 被害合額 プランクトン 備考

flj 

兵 l車県
（兵 1竜 県 家

岡山県 尾 f円
島、淡路島、 はまち('竹年魚） 12,335,500 3,440,333 

徳島県 播磨囃
岡山県現寺 II (2年魚） 1,859,400 3,156,831 

香川県 （紀伊水 養硝 ホルネリアほか ヘ L' 死
湾、香川県沿 I/ (3年魚） 87,000 540,400 

7 lllO日 道含む）
岸•帯、徳島 ,H 14. 281. 900 7,137.564 

頃 -、～

県北灘、橘湾、
8 /j中旬

椿泊湾）

(2) 49年

発生時期 発生海域 発生場所 昇 被害内容 被害 frt 被害金額 t'うンクトシ 備且

党媛県
尾 千円

8 /l 11 ! I 隧 灘 中央部 養殖 は ま ち 16.000 16.000 ¥1、lディニウム ヘし)牝

~ 22 II 

131 50年

発生時期 発生海域 発生湯所 閻 被害内容 被 'M~t 被安合額 fランクト‘‘’ 備考・

兵庫県 ヽヽテロシグマ
尾 臼り

5 月 22~ 播磨灘 家島町地先 贅殖 は ま ち 30,000 50,000 スケレトネマ ヘし、牝

米H 1ニグジピ L -7 

仏島県 l、ケしトネ、9

佐伯郡い」市 枚 f-円
9月中旬 安芸灘 養殖 かき（コレクター） 847.000 11.000 キ'j、Iデ．ィニ,.,j、 へし、外；

町
～ド旬 プロロセントうム

広島県
佐伯郡廿日市 枚 HJ 

1()/J jペー旬 安芸灘 養殖 かき（コレク々 ー） 2,100,000 27.000 fロロセントラム ヘし、死
町地先

～下旬

広島県
安芸郡江田島 枚 臼月

10月8日 安芸漕 養殖 かき（コレウター） 800,000 10,000 ギムノディニウム ヘし i 死
町地先

: ~13日

香川県
千円 漁獲減少

10月 1[3 隧 灘 隧灘東部海域 天然魚 11,183 t : :iニオラックス
休 業 等

6日
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(4) 51年

発生時期 発生海域 発生場所 闘 被害内容 被 害 量 被害金額 プランクトン 備考

和歌山県 和歌浦漁港岸 尾 千円

8月23日
紀伊水道

咆
蓄積 は ま ち 2,500 70,000 ノクチルカ へい死

迎：

大分県 天然
あわび 3,850 ギムノディニウム

9月6日 豊後水道 佐伯湾沿岸部 水産
さざえ 7,800 プロロセントラム

へい死
とこぶし 1,225 セラチウム

~9日 動物 千円
計 12,875 13,605 ポリクリコス

kg 

あ わ び 180 

さ ざ え 480 

と こぶし 40 

ちだい (I年魚） 800 

JI (2年魚） 900 ギムノディニウム
大分県

しまあし (2年魚） 300 プロロセントラム
9月 6H 豊後水道 佐伯湾沿岸部 蓄養

II (3年魚） 650 セラチウム
へい死

~HI 
はまち (1紆．魚） 3,520 ポリクリコス

II (2仔魚） 3,920 
！ 

I 

ふ中 り 408 

I ！ 
II かん計ばち

100 
千円

j 11,298 10,493 

(5) 52年

発生時期 発生海域 発生場所 闘 被害内容 被 害 量 被害金額 プランクトン 備考

兵庫県
家島町及び淡 尾 千旦l

8月1日～ 播磨灘
路島西淡町

養殖 iよ ま ち 327,000 280,000 ホルネリア へい死

9月 6日

尾 千円
はまち (1年魚） 8,000 3,200 

II (2年魚） 60,750 157,598 

JI (3年魚） 100 420 

まだい（］年魚） 100 10 

広島県
大竹市阿多田 II (2年魚） 600 360 

ギムノディニウム
安芸灘 島沖美町芙 養殖 II (3年魚） 100 140 へい死

8月22日
能、 ＿て高 くろだい(1年魚） 1,250 87 5 

スケレトネマ

いしだし ,(3年魚） 500 600 

I ！ 
は ぎ 110. 160 16,524 

あじ (1年魚） 30,500 1,220 

計 212,060 180,159 5 I 

I ； 
販売尾数

尾 千円
はまち (1年魚） 18,215 7,209 

香川県 II (2年魚） 122,168 126,996 ホルネリア
へい死及

8月28日播磨 灘 播磨灘西部及 養殖 へい死尾数 スピロディニウム
び価格低

~9月2「i I び南部海域 はまち (1年魚） 1. 238,805 557,463 ギムノディニウム
下による

// (2年魚） 606,606 1,182,882 
販売損

計 1,985,794 1,874,550 

三

I 尾 千円
徳島県

北灘沿岸及び
はまち (1年魚） 833,000 375,204 

ホルネリア
8月28日 播磨灘 贅殖 // (2年角） 309,000 572,344 へい死

~9月2日
内の海

計 1,142,000 947,548 
ギムノディニウム
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瀬戸内海水質保全政策の実施状況とその評価・検討（土田）

(6) 53年

発生時期 発生海域 発生場所 翡 被害内容 被 害 量 被害金額 プランクトン 備考

大阪府
深日地先 尾 千円

7月24日 大阪湾
小島地先

蓄養 はまち (2年魚） 10,200 20,400 ホルネリア へ い 死

～末日

尾

和歌山県 湯浅湾、由良
はまち (1年魚） 17,030 

紀伊水道 養殖 II (2年魚） 4,100 
千円

ホルネリア へ い 死
8月10日 港、比井湾

計 21.130 20,000 

（兵／直県家島、

淡路島西淡

兵庫県
町、徳島県、北

灘、日出、内
徳島県

海、橘、椿泊、 はまち 尾 千円
香川県 播磨灘

浅川、香川県、
養殖

(1• 2年魚）
2,795,700 3,277,169 ホルネリア へ い 死

7月12日～
引田、白鳥、大 ! 

8月20[]
内、津田、志 ¥ 

度、庵治内海、
： 

高松、直島）

(7) 54年

発生時期 発生海域 発生場所 翡 被害内容 被害嶽 被害金額 プランクトン 備岳

赤潮によ

るへい夕E

徳島県 尾 千円 と魚病に

7月~8月
播磨灘 北灘、内ノ海 養殖 はまち (2年魚） 990,000 249,000 ホルネリア

よるへし)

死の分離

が困難

徳島県 尾 千円

8 月
播磨灘 内ノ海 養殖 はまち (2年魚） 52,000 66,590 ホルネリア へい死

香川県 白鳥町、東讚 まだい 尾 千円
ホルネリア

原因不明
播磨灘 養殖 15,610 24,918 ギムノディニウム

8月15日 相生 (2• 3年魚）
（酸 欠） 瞭

尾 千fり
はまち (1年魚） 312,000 102,960 

下灘湾、岩松
I/ (2年魚） 239.740 359,610 

愛媛県
湾、蒋淵湾、

II (3年魚） 5,500 33,000 

8月14日～ 豊後水道 養殖 まだい (2年魚） 2,600 2,080 ギムノディニウム へ い 死

9月20日
宇和島湾、吉

II (3•4年魚） 4.300 5,640 
田湾

あ じ 150.000 3,000 

計 714. 140 506,290 

言
括弧内は

海中でヘ

大分県
い死した

トン 千円 アサリの
8月13日 周防灘 豊前海沿岸 地まき あ さ り 3,416 262,000 ギムノディニウム

評価額に
~23日

(123. 790) 

漁獲率を

かけたも

! の

4 -3-505 (香法'85)



(8) 55年

発生時期 発生海域 発生場所
漁業 被害内容 被 害 筐 被害金額 プランクトン 備考
種類

明浜町地先、

吉田町湾、宇 尾
はまち (1年魚） 266,700 魚病、低

和島湾、 卜波
｝｝ (2年魚） 194,000 酸素水塊

党媛県 満、遊 -f・地先、

” (3年魚） 7.300 の形成等
7月8f I 豊後水道 藤淵地先、戸 養殖 ギムノディニウム

あ じ 60,000 複合原因
~22fl 島地先、北灘

た し) 3,200 を含むヘ
湾、ド灘湾、御 千円

計 531,200 326, 116 し>死
荘町地先、西

海町地先

尾 千円
は ま ち 14.966 21, 700 

いしだい 15,000 90 

ま だ し、 9,205 87 
大分県

L浦町津井浦 し>しがきだし; 298 101 
8 I J 8 I l 豊後水道 養殖 ギムノディニウム へい死

地先 し まあじ 304 1,473 
~911 

ま ぁ じ 1,400 7 

あ し) ご 6 2 

計 41,173 23,460 

(9) 56年

発生時期 発生海域 発生場所
漁業

被害内容 被 害 鮎 被害金額 プランクトン 備考
種類

徳島県 小松島市和田
kg 千円

5 !12611 紀伊水道 島及び那賀川 延縄 は も 505 1,590 ノクチルカ へい死

~2711 沖合

建網 くるまえび
大 分 県

小型 か tし し)

6 /l 9 l I 伊 f灘 別府湾沿片; オリソディスカス へい死
定置網 た し;

~2811 迎： 千円
蓄養 計 18,408 20,057 

古IH満 尾 ギムノディニウム
湮媛県 は ま ち 76,257 

'(和島湾 ヘテロシグマ
7月 111 豊後水道 養殖 あ じ 1,500 へい死

宇和島遊 f地先 千円 メソディニウム
~31日 計 77,757 71,437 

津島町北灘滴 スケレトネマ

香川県 尾 千円
播磨灘 志度湾 養殖 はまち (2年角） 8,048 15,935 オリソディスカス へい死

7月21 l ： 

大分県 1

返
千円 II ！ し まあ じ 22 55 

偕l
7月28日 豊後水道 上浦町津井湾 養殖 と こぶし 2,000 20 ギムノディニウム へい死 四

~29H 計 75 

福岡県 行橋市長井
ぽ ら

8月26日 周防灘 ～豊前市宇島 桝網 ホルネリア へい死
せ し） •' 

~ 

~29日 に至る沿岸部 i 
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瀬戸内海水質保全政策の実施状況とその評価・検討（土田）

(10) 57年

発生時期 発生海域 発生場所 翡 被害内容 被 害 量 被害金額 プランクトン 備考

福岡県 行橋市沓尾～
ポ ラ

5月8H 固防灘 築上郡椎田町 桝網 不明 不明 ヘテロシグマ ヘ t,死
セ イ ゴ

~11日 に至る沿岸部

大阪府

6月8f」 大阪湾 ド荘漁港周辺 刺網等 ポ ラ 不明 不明 プロロセントラム ヘし;タじ

~10日

ボ ラ

ア ナ ゴ

福岡県 築上郡椎田町 桝網 コ チ

漁獲物の ギムノディーニウム
7月261-:l 凋防灘 ～吉富町にか メ Iゞ ル 不明 へい死

約20% '65 
~29日 けての沿岸部 イ 力

カニか 力 二

-・ ~ 

建定値網網｝

1エ イ kg 千fl]

力 レ イ
1,060 1,285 i 

ス ズ キ

I 

し雑 魚

大分県 タコつ 夕 コ 2,830 1,132 へい死及
ギム／ディニウム

7月26日 凋防灘，宇佐市長洲沖 ぼ 小 計 3,899'2,417 び価魚ド
-------------~ 一 ー・・-------「―--------- '65 

~31日 1 千円 落
卜 リ 貝 18.5 6,475 

天然魚 ゴ 力 イ 0.03' 180 

i I 

小 計 18.53 6,655 
I I ------------------------------1---------

郎 f-f'l 
計 22,429 9,072 

！ 
クルマエピ 此 Hl 

夕 イ i 

建網 255 262 ! 
力 レ イ

＇ ！ 

雑 魚

大分県 ｛ タス : l 113 i 一本釣 69 へい死及
7月29日 姫島から杵築 ズ iギムノディニウム

伊予灘 び魚価ド
～ 市沖 ごち網 夕 イ 59 102 鳥65

落
8月 1日 はえ縄 夕 イ 19 33 

タコつ 夕 コ 31 17'. 

五

ぽ lポラ
定置網 クルマエピ 2,377 1,034 

雑魚

4-3-507 (香法'85)
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発生時期

香川県

7月28fI 

~-

8月2l l 

大阪府

8 I J 2 11 

~811 

8 / ]2011 

~2311 

及ひ

8月30fI 

~3111 

大分県

8 ll 2 H 

~3日

iii I I県

8 I l 3 11 

~ 711 

香川県

8 /J 8 11 

~10日

及び

8 H141l 

~15日

発生海域

播閉灘

大阪湾

伊 f灘

尚防灘

備讚瀬戸

発生場所 闘

刺縦l

底小曳網用

穴..fか

天然魚

------

小豆島北部、

豊島北部、直
養殖

島、男木島海

域

淡輪漁 定置

港尚辺 網等

ド荘漁

刺網等

港周辺

別府湾 はえ縄

宇部rti束岐波
桝網

地先

小手島、詫間、

粟島、多度津 養殖

町地先海域

被害内容

｛ 夕ス

ズ キ

イ

クルマエピ

ァ ナ ゴ

9」、 計

ア ワ ビ

ア サ リ

/」、 計
---------------

計

Iヽ ? チ

(2 年魚）

ツ
,, 

ス

ク ロ ダイ

カ レ イ等

夕 コ

ホ ラ

ア ナ ゴ

フ グ

メ I { Jレ

コ チ

" ? チ

(2 年角）

マ ダ ィ

(3 年魚）

トラフグ稚魚

計

被 害 址 被害金額 プランクトン 備考

307 474 

28 41 

1 ， 
3,146 2千,08円5 

t 
11 3 33.930 

219 2 15,307 

230.5 49,237 
- - - a幽'-ー・.- - ----------

kg 千円
233,646 51,322 

尾 千円
291.003 727,500 ホルネリア へい死

千円
250 

不明 プロロセントラム へい死

不 明

¥公ノディニウム ！ kg 千円
264 264 魚価下落

'65 

＇ ギムノディニウム
; 

へい死 II 不明 不 明 ;'65

！スケレトネマ

尾 千円
！ 

17.500 43,750 

1,550 3,875 ギムノディニウム I 
ヘし'死

'65 

8,000 1,2001 ； I 

27.050 48,825 
I I -

/¥ 

4 -3 -508 (香法'85)



瀬戸内海水質保全政策の実施状況とその評価・検討 (Llfl)

(Iii¥ ;i,q 

発牛時期 発生海域 発生場所 闘 被害内容 被害 1i.t 被害金額 f-)ンクトン 傭丹

でマ ダ 1' 160,964 96,453 

ク ロ ダ イ 44,750 2H.219 

卜 ラ フ プ 44,900 33.625 
沼隈町、内海

広島県 ヒ う メ 1,700 340 
町、向島町、 ギムノ・ディ．ニウム

8i!llll 煽 灘 養殖 メ ，ゞ ル 32,000 11.200 ヘし、先
尾道rfi地先海 '65 

~1211 ~’‘ -;' ＋ 5,500 18,550 
面

ク ロ '/ イ 300 45 

力 ヮ，、ギ 2,000 800 

.Jt 292,114 189. 132 
----------------- --・--- ---- ---- -一→一-

ク ロ ダ ィ '贔) 

k然魚 カ ワ，、ギ 2 1'll/j 

ポ ラ 数 f-1€ 

亜島県 ,, 
‘’ チ 尾 f-l'J 

8月23(l 播磨瀧 I北灘沿i:¥ 養殖 91. 970 :l6. 788 ;j、！し{, 1)'1' ヘし、外；
(1 

“ 
魚）

~25日
i 

徳島県
播磨灘 i内の海

！ヽ -、9 チ 尾 fドj
養殖 2.000 4,000 ,j、1しネ、 IJ'/ ＼ヽし、外；

8 ll23ll (2 年魚）

！ 
’‘ 

てマ チ
尾

麻知県 (1 年魚） 4,000 

9月2日 聘後水道宿毛湾 養殖 力 / ベチ 1,000 f、明 ,, ;-u、>グマ ヘ l>死

~411 (1 年魚） 5,000 

I 計

1和歌山県

I i . 本釣

kg f-fり
10月23rl, I 紀伊水道加太港内 マ ダ イ 100 約 500・、、テ tl ングマ ヘし)夕E

~28日： I 

I マ ダ f 

(2 年魚）

I 
ダ イ 尾 千円

＇ 

マ
1.500 600 

(3 年魚）
1,200 1,200 

ク ロ ダ 1 
香川県 400 600 

志度町地先 (4 年魚）
＇ 10月27日 播 磨 灘 養殖 10,000 ／クチルカ へい死，

津田町地先 ヒ ラ メ

~29日 2,500 300 
i （当紆魚）

; 7,459 26 .107 
ア ン_,.‘ 

23,059 28,807 

七 ’‘ 
—、9 チ

(2 年魚）

計
＇ 

4 -3 -509 (香法'85)



(II) 58り

発1時期 発牛洵域 発生場所 昇 被害内容 被 害 量 被害金額 プランクトン 備考

切: 千ドj
ます網 ｝ノ、マチ 50 20 

建網 クロダイ 10 8 
大分県

力 ' イ へい死に
:, 112311 ✓ヽ テ 口

伊 f醸 別府灘 薪養 クルマエピ 147 178 よる魚価
ヘ シ グ マ

そ の 他 のド洛
6 JI 4 I J ------------------------ ---------

kg 千円
計 207 206 

大阪府 泉南rfi ス ズ キ 尾 千円
大阪湾 蓄養 50 300 プロロセントラム へい夕E

6 I !2411 冒［漁港内 ボ ラ ! 

兵庫県
南淡IIII Jヽ ーマ チ 尾 f円

8,787 10,500 

7 /Jlll I 沼島 (2 年魚） I 

~1511 紀伊水道 養殖 ホルネリア へい死

南淡町 ’‘ マ^ チ
5,906 7,000 

7 J l21 I I 伽艮 (2 年魚）
-------—------- -~-------- ----------

~2611 尾 千円
計 14,693 17,500 

阿南rb
9、 スマ チ 千円

徳島県
尾 12,040 

橘湾
(1 年魚） 80,265 

7月1911 紀伊水道 養殖
242,778 ホルネリア へい死(2 年魚） 178,513 

------心-------- --鳴――----. ― ----------
~2211 

尾 千円
椿泊湾

計 258,778 254,818 

Iヽ てマ チ 千円 I 
尾 1,800 

徳島県
(I 年魚） 9,000 

紀伊水遵 由岐町木岐 養殖
16,320 

ホルネリア へい死
7 J J 2011 

(2 年角） 12,000 
-----・- ------ ----—ヤー・. --—- --------

尾 千円
計 21,000 18,120 

徳島県 鳴門市北灘町 " マチ 尾 千円
播暦灘 養殖

年魚） I＇ 6,200 8,432 ホルネリア へい死
7 /!23fl 沿岸 (2 

兵 /~i 県
ます網 Iヽ ? チ へい死

7月中旬 沿岸 kg 千円
播爵灘 アナゴ 87,800 45,600 ホルネリア 商品価値

-~ 各地 小型底網
びき メ ノゞ ）レ 低 下

8月 I:旬

/¥ 

4 -3 -510 (香法'85)



瀬戸内海水質保全政策の実施状況とその評価・検討（上田）

1111 :iHり

発生時期 発生海域 発生場所 認 被害内容 被害筐 被害金額 プランクトン 備号

メ 9ゞ 1し

徳島県 夕 ナ~ ゴ
播靡灘 鳴門市内の海 天然魚 若 r 不明 ホルネリア へし 1 死

8il8日 I¥ ゼ

ハオ コゼ

党媛J5 県
尾 f-1'! i 

8 I I l ・ '・ 瓶町：瓶湾 蓄養 ア
ンヽ.. 2,000 800 I 

8月9[j 
宇和島市宇和島 養殖 /¥ ーマ チ 6,000 17.850 ~lll日 ギ1、Iディニウム

ヘし＼夕r:
8JllOfJ 豊後水道 明浜町明浜 養殖 Iヽ -_, チ 7,000 630 

'65 

8月llll
宇和島rfif波 養殖 ノ‘ でマ チ 13,000 2. 780 -12fl 

------------------------------- -・-

尾 rドJ
計 2H,OOO 22,060 

大分県
kg 

9月1H 豊後水道 蒲江町人津湾 天然 ア サ リ 2,000 fく明 プ[Jロセントラム ヘし＼夕E

~3[1 I 
I 

香川県 Iヽ ，ヽ チ 尾
f-1111 播磨灘 引田町地先 養殖 6,249 14 ． 3727 ノ クチ ル カ ヘし、死

11)、J3 El (2 年魚）

九

4 -3-511 (香法'85)



図 9-(1) 赤潮発生海域図（昭和35年頃）

熊

野

灘

（注） 「瀬戸内海の赤潮」（昭和46年9月）

瀬戸内海水産開発協議会による。

図 9-(2) 赤潮発生海域図（昭和40年頃）

兵r,i;県

L K i:"J 

四
〇

熊

野

消

（注） 「瀬戸内海の赤潮」（昭和46年9月）

瀬戸内海水産開発協議会による。

4 -3-512 (香法'85)



瀬戸内海水質保全政策の実施状況とその評価・検討（土田）

図9-(3) 赤潮発生海域図（昭和45年）

兵1,/,'県

岡 l/1児

立~ 島県

i‘ 
U
F
 

ー

紀

伊

水

直

熊

野

灘

（注） 「瀬戸内海の赤潮」（昭和47年2月）

水産庁瀬戸内海漁薬調整事務局による。

図9ー(4) 赤潮発生海域図（昭和47年）

F; I中県

岡山 ~T[

否 Iiil¥! 

四

和歌山県

愛緩リ，！
徳島 1)/ , 

熊

野

灘

（注） 「瀬戸内海の赤潮」（昭和49年 2月）

水産庁瀬戸内海漁業調整事務局による。

4 -3-513 (香法'85)



図 9-(5) 赤潮発生海域図（昭和50年）

兵庫縣

じ
じ,

l
 

野

洲

（注） 「瀬戸内海0)赤潮」（昭和51年3月）

水産庁瀬戸内海漁業調幣事務局による。

F9N05-6 

図 9-(6) 赤潮発生海域図（昭和52年）

兵庫県

蘭山県

広島県

山口景

嶺岡鳳

愛緩鳳

大分鳳

比．

r
帷
~, ！
 
~
 

,
‘
、
’
~

四

（注） 「瀬戸内海の赤潮」（昭和54年3月）

水序庁瀬戸内悔漁業調整中務所による。

4 - 3-514 (香法'85)



瀬戸内海水質保全政策の実施状況とその評価・検討（土田）

図9ー(7) 赤潮発生海域図（昭和53年）

兵●鳳

鯛山鳳

広島戴

山口鳳

轟蘭鼻

大 分 黒

能
、
野
灘

（注） 「瀬戸内海の赤潮」（昭和54年 3月）

水産庁瀬戸内海漁業調整事務所による。

図9ー(8) 赤潮発生海域図（昭和54年）

兵●鳳

T‘ 山口県

四

（注）

叱

野

灘

4 -3-515 (香法'85)



図9-(9) 赤潮発生海域図（昭和55年）

兵庫県

鯛山鳳

広鳥戴

山口県

大阪府

和 歌 山 県

欄鯛戴

.ヽ, ヽ 朋ヽf
雌

（注） 「瀬戸内海の赤潮」（昭和56年 4月）

水産庁瀬戸内海漁業調整事務所による。

図9-(10) 赤潮発生海域図（昭和56年）

丘庫県

山口県

転
＂
灘

Ltl. 膚

四
四

（注） 「瀬p内海の赤潮」（昭和57年 4月）

水所庁瀬戸内海漁党調幣中務所による。
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瀬戸内海水質保全政策の実施状況とその評価・検討（土田）

図 9-(11) 赤潮発生海域図（昭和57年）

兵 1申射

爬"・
゜
<
c
 

土佐清

（注） 「瀬戸内海の赤潮」（昭和58年5月）

水産庁瀬戸内海漁業調整事務所による。

第 9-(12) 赤潮発生海域図（昭和58年）

闊 ,u蒙

四
五

籠
"
•

（注） 「瀬戸内海0)赤潮」（昭和59年5月）

水産庁瀬戸内海淮薬調整事務所による。
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